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節
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は

じ

め

清
朝
政
府
は

一
九
世
紀
末、

ア
へ
ン
戦
争
以
後
、
支
配
龍
制
の
危
機
を
感
じ
、
国
政
改
革
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
「
戊
成
饗

法
」
や
「
光
緒
新
政
」
と
呼
ば
れ
る
改
革
を
試
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
改
革
に
お
い
て
、

「賓
業
振
興
」

と
並
ん
で
重
要
な
課
題
と
な

っ
て
い
た
の
は
、
「
数
育
改
革
」
で
あ

っ
た
。
科
翠
鰻
制
の
も
と
に
お
け
る
書
院
や
私
塾
と
い

っ
た
奮
来
の
教
育
機
関
を
改
め
て
新
た
に
向
晶
子
堂

を
設
立
し
、
{
貫
生
活
か
ら
遊
離
し
た
中
間
停
統
の
皐
問
す
な
わ
ち
「
奮
皐
」

の
み
で
は
な
く
、

そ
の
授
業
科
目
の
中
に
外
国
の
皐
問
お
よ
び
技

術
の
長
所
、
す
な
わ
ち
「
新
撃
」
を
取
り
入
れ
て
賓
撃
に
つ
と
め
、
富
強
化
を
固
る
と
い
っ
た
試
み
は
、
戊
成
愛
法
の
時
期
よ
り
盛
ん
に
議
論

さ
れ
て
い
た
。
清
朝
政
府
は
義
和
国
事
件
以
後
、
本
格
的
に
教
育
改
革
に
取
り
組
み
、
光
緒
二
八
(
一
九
O
二
)
年
に
「
欽
定
息
子
堂
章
程
」
を
、

二
九
年
に
は
新
た
に
「
奏
定
皐
堂
章
程
」
を
琵
布
し
て
、
向
学
堂
を
中
心
に
す
え
た
新
た
な
教
育
制
度
を
全
図
的
に
導
入
、
ま
た
光
緒
三
一

- 2一

九
O
五
)
年
に
は
科
翠
を
廃
止
し
、
ま
た
新
た
な
中
央
教
育
行
政
機
関
で
あ
る
撃
部
を
設
置
す
る
な
ど
、
次
々
と
新
た
な
教
育
行
政
制
度
を
整

備
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
中
園
近
代
教
育
史
研
究
に
お
い
て
、

阿
部
洋
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

奏
定
皐
堂
章
程
以
下

一
連
の
法
案
は
、
挙
堂
を

中
心
と
す
る
教
育
制
度
の
普
及
浸
透
に
あ
た
り
、
傍
統
的
な
祉
曾
指
導
者
た
る
郷
紳
を
政
策
貰
行
の
協
力
者
と
し
て
い
た
。
ま
た
、

奏
定
的
峰
子
堂

章
程
に
先
立
つ
欽
定
同
学
堂
章
程
の
時
期
で
も
「
目
前
、
官
立
の
諸
島
ナ
は
、
先
に
府
治
に
一

中
島
ナ
堂
を
設
け
、

州
線
治
に
一
小
島
子
堂
を
設
け
、
以

(
2
)
 

て
紳
民
設
立
の
模
範
と
矯
す
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
新
た
な
教
育
制
度
の
普
及
の
た
め
に
は
、
官
費
に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
る
「
官
立
」
の
撃
堂
の
み
で
は
な
く
、
各
地
方
の
紳
士
に
よ
る
小
向
晶
子
堂

・
中
島
ナ
堂
、
ま
た
師
範
的
学
堂
と
い
っ
た
「
民
立
」
の
皐
堂
設

立
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
今
後
筆
者
が
用
い
る
撃
堂
の
「
官
立
」
「
公
立
」「
民
立
」
と
い
う
呼
稿
の
定
義
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
光
緒
二
八

ご

九
O
二
)
年
に
琵
布
さ
れ
た
欽
定
皐
堂
章
程
に
お

い
て
は
、
官
費
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
撃
堂
は
「
官
立
」
撃
堂
、
地
方
紳
士
の
義
掃
や



集
款
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
を
「
民
立
」
拳
堂
と
規
定
し
て
い
る
の
に
封
し
、
光
緒
二
九

(一

九
O
三
)
年
に
護
布
さ
れ
た
奏
定
問
晶
子
堂
章

程
に
お
い
て
は
、
官
費
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
拳
堂
を
「
官
立
」
撃
堂
、
地
方
紳
士
の
義
揖
や
集
款
に
よ
る
も
の
を
「
公
立
」
拳
堂
、
紳
士
一

個
人
の
出
資
に
よ
る
も
の
を
「
私
立
」
撃
堂
と
規
定
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
官
費
に
よ
る
「
官
立
」
で
は
な
く
、
地
方
紳
士
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
撃
堂
を
、
欽
定
向
学
堂
章
程
で
は
「
民
立
」
と
規
定
し
、
奏
定
皐
堂
章
程
で
は
、
資
金
の
出
所
の
差
に
よ
っ
て
「
公
立
」
「
私
立
」
と
規
定

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
賓
際
は
、
奏
定
挙
堂
章
程
琵
布
後
も
、
「
民
立
」
と
い
う
呼
稽
は
「
公
立
」
「
私
立
」
と
と
も
に
併
用
さ
れ
て
き
た
よ

(
5
)
 

う
で
あ
る
。
筆
者
が
本
論
で
論
じ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
地
方
紳
士
そ
れ
ぞ
れ
の
意
固
に
よ
る
拳
堂
設
立
と
運
営
か
ら
、
清
末
期
に
お
け
る

島
一
'
務
の
特
徴
を
讃
み
と
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
た
め
、
本
論
で
は
、
官
費
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
「
官
立
」
撃
堂
に
釘
し
、
地
方
紳
士
の
手
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
撃
堂
の
う
ち
、
地
方
紳
士
が
各
種
の
掲
款
・
公
款
を
集
め
、
ま
た
は
各
鯨
の
公
有
財
産
を
用
い
た
り
し
て
設
立
さ
れ
た
撃

堂
を
「
公
立
」
撃
堂
と
し
、
地
方
紳
士
が
私
費
を
出
資
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
は
、
史
料
に
お
け
る
「
民
立
」
「
私
立
」
の
呼
稽
に
関
わ
ら
ず
、

全
て
「
民
立
」
撃
堂
と
線
稽
す
る
こ
と
に
す
る
。

- 3一

民
立
向
学
堂
は
、
紳
士
の
自
主
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
拳
堂
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
設
立
・
運
営
は
放
縦
に
任
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

(
6
)
 

奏
定
的
晶
子
堂
章
程
の
規
定
で
は
、
「
均
し
く
官
定
の
章
程
に
遭
っ
て
鱒
理
す
る
こ
と
」
、
ま
た
「
設
立
す
る
時
に
は
必
ず
菓
文
を
も
っ
て
地
方
官
の

(7
)
 

許
可
を
申
請
し
、
も
し
拳
堂
を
廃
止
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
慶
止
の
理
由
を
地
方
官
に
報
告
す
る
こ
と
」
、
そ
し
て
「
そ
の
程
度
を
考
す

(
8
)
 

る
に
官
立
中
撃
と
相
等
し
き
も
の
は
、
卒
業
出
身
は
官
立
と
一
律
に
嬬
理
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
地
方
官
か
ら
の
統
制
を
受
け
、
ま
た
、
認

可
さ
れ
れ
ば
、
官
立
撃
堂
と
等
し
く
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
情
を
ふ
ま
え
る
と
、
中
園
近
代
数
育
史
、
特
に
地
方
に
お
け
る
各
種
拳

堂
の
普
及
な
ど
の
賓
態
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る
上
で
は
、
{
目
立
準
堂
だ
け
で
な
く
、
地
方
紳
士
の
自
主
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
公
立
・
民
立

撃
堂
や
、
撃
堂
の
運
営
に
携
わ
っ
た
紳
士
た
ち
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
こ
と
は
不
可
依
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
現
時
賠
で
は
、
充
分
な
研

(
9
)
 

究
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
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よ
っ
て
、
本
論
で
は
、
光
緒
二
七
(
一
九
O
一
)
年
八
月
二
日
の
書
院
改
革
お
よ
び
皐
堂
設
立
の
上
識
に
始
ま
り
辛
亥
革
命
前
夜
に
至
る
ま



180 

で
の
時
期
の
、

地
域
と
し
て
は
湖
南
省
長
沙
を
針
象
に
、
長
沙
に
設
立
さ
れ
た
民
立
撃
堂
、
特
に
、
湖
南
省
で
最
初
に
設
立
さ
れ
た
民
立
準
堂

で
あ
る
明
徳
島
f

堂
と
そ
の
設
立
者
で
あ
る
胡
元
伐
に
焦
黙
を
嘗
て
つ
つ
、
長
沙
に
お
け
る
民
立
皐
堂
設
立

・
運
営
の
推
移
、

な
ら
び
に
教
育
改

革
に
積
極
的
に
参
輿
す
る
紳
士
屠
の
人
物
像
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
民
立
拳
堂
運
営
者
を
中
心
と
す
る
新
た
な
教
育
界
の
成
立

に
つ
い
て
追

っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

本
論
で
湖
南
省
長
沙
を
釘
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
理
由
は
、

(
は
)

改
革
を
専
論
に
す
る
も
の
が
少
な
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て

一
つ
は
、
清
末
湖
南
の
教
育
改
革
に
お
い
て
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
鯛
れ
ら
れ

一
つ
は
、
清
末
湖
南
省
研
究
は
、
政
治
史
・

経
済
史
の
蓄
積
に
比
し
て
、
教
育

る
明
徳
皐
堂
や
そ
の
周
遣
に
閲
す
る
史
料
が
比
較
的
揃
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
数
育
史
に
お
け
る
地
域
研
究
に

(日
)

(

M

)

お
い
て
、

阿
部
洋
氏
に
よ
る
奉
天
省

・
江
西
省
の
事
例
や
高
田
幸
男
氏
に
よ
る
江
蘇
省
の
事
例
に
加
え
、
湖
南
省
長
沙
と
い
う
新
た
な
具
瞳
例

を
提
示
し
よ
う
と
す
る
意
圃
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
第

一
章
で
は
、
民
立
山
晶
子
堂
を
考
察
す
る
前
に
、
長
沙
に
お
け
る
官
立

・
公
立
皐
堂
の
設
立
状
況
を
略
述
す
る
。
第
二
章
で
は
胡
元
佼

- 4一

と
民
立
明
徳
観
一ム
阜
の
設
立

・
運
営
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
、
明
徳
撃
堂
の
他
に
設
立
さ
れ
た
主
な
民
立
撃
堂
と
そ
の
運
営
者
に
つ

い
て
可
能
な
限
り
考
察
し
、
最
後
に
、
彼
ら
民
立
問
晶
子
堂
運
営
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
新
た
な
数
育
界
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

第

一
章

長
沙
に
お
け
る
官
立
皐
堂
と
公
立
皐
堂
の
設
立
状
況

第

節

長
沙
に
お
け
る
官
立
準
堂

光
緒
新
政
期
に
お
い
て
、
湖
南
省
の
撃
務
は
基
本
的
に
、
数
育
行
政
機
関
で
あ
る
日
晶
子
務
慮

(光
緒
二
八
年
成
立
)
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
光
絡
三
二
(
一

九
O
六
)
年
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
撃
務
慮
に
か
わ

っ
て
、
省
全一
程
の
皐
務
を
統
括
す
る
教
育
行
政
機
関
で
あ
る
提
皐
使

司
が
成
立
し
た
。
{目
立
撃
堂
は
、
こ
れ
ら
の
行
政
機
関
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。



以
下
、
長
沙
に
お
け
る
高
等
皐
堂
以
下
の
各
官
立
撃
堂
の
設
立
状
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

光
緒
新
政
期
、
長
沙
に
お
い
て
賓
質
的
に
開
撃
し
た
官
立
事
堂
と
し
て
は
、
光
緒
二
九
年
(
一
九
O
三
年
)
二
月
、
巡
撫
食
廉
三
に
よ
っ
て

開
設
さ
れ
た
湖
南
師
範
館
に
始
ま
り
、
同
年
九
月
に
は
越
爾
巽
に
よ
っ
て
書
院
が
改
編
さ
れ
、
高
等
間
晶
子
堂
(
窟
商
品
獄
麓
書
院
社
)
・
師
範
拳
堂
(
奮

(
日

)

(

げ
)

城
南
書
院
社
)
・
忠
車
問
中
拳
堂
(
奮
求
忠
書
院
社
)
が
成
立
し
た
。
ま
た
初
等
数
育
機
関
と
し
て
、
宇
目
撃
堂
が
一
二
カ
所
に
設
立
さ
れ
た
。

光
緒
三
O
(
一
九
O
四
)
年
よ
り
、
湖
南
の
数
育
行
政
は
、
中
路
(
長
沙
府
・
賓
慶
府
・
岳
州
府
)
・
西
路
(
常
徳
府

・
辰
州
府
・
玩
州
府
・
永
順
府

お
よ
び
遵
州

・
靖
州
、
永
綬
鷹
・
鳳
風
腐

・
乾
州
磨
・
晃
州
臆
)
・
南
路
(
衡
州
府
・
永
州
府
お
よ
び
榔
州

・
桂
陽
州
)
の
三
直
書
一
に
分
割
し
て
行
わ
れ
る

(
時
)

こ
と
と
な
り
、
師
範
剛
晶
子
堂
は

「
中
路
師
範
撃
堂
」
と
改
め
ら
れ
、
ま
た
常
徳

・
衡
陽
に
は
そ
れ
ぞ
れ
西
路

・
南
路
師
範
息
子
堂
が
設
立
さ
れ
た
。

(
一
九
O
五
)
年
、
巡
撫
端
方
に
よ
っ
て
、
省
城
内
の
糧
署
奮
祉
に
模
範
初
等
小
事
堂
な
ら
び
に
附
属
蒙
養
院
が
一
カ
所
、
そ

(

同
日

)

(

初

)

し
て
同
じ
く
省
域
内
の
各
地
に
初
等
小
撃
堂
が
四

O
カ
所
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
同
年
、
忠
商
中
島
ナ
堂
は
「
求
忠
中内晶子
堂
」
と
改
名
さ
れ
た
。
光

緒
三
四
(
一
九
O
八
)
年
に
は
、
貢
院
奮
祉
に
優
級
師
範
撃
堂
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
中
路
師
範
皐
堂
は
初
級
師
範
育
成
の
場
と
な
っ

た。 ま
た
光
緒
三
一

- 5一

賓
業
問
主
主

・
専
門
拳
堂
に
つ
い
て
は
、
官
一
統
年
閉
ま
で
に
、
中
等
工
業
向
晶
子
堂
(
光
緒
二
八
年
)
・
醤
撃
堂
(
光
緒
二
八
年
)
・
高
等
賞
業
拳
堂

(
光
緒
二
九
年
)
・
達
材
存
古
風
子
堂
(
光
緒
一
三
年
)
・
景
賢
法
政
問
学
堂
(
光
緒
三
二
年
)
・
成
徳
法
政
純
子
堂
(
光
緒
一一
一
一
一
年
)
・
中
等
農
業
向
晶
子
堂
(
光
緒

三
二
年
)
・
法
政
紳
校
(
光
緒
三
二
年
)
・
法
政
官
校
(
光
緒
三
四
年
)
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
長
沙
に
設
立
さ
れ
た
官
立
息
子
堂
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

高
等
肇
堂

・
師
範的晶子堂

・
賓
業
向
学
堂

・
専
門
的
晶
子
堂
に
つ
い
て
は
、
奏
定
的
晶
子
堂
章
程
の
各
項
に
沿
っ
て
、
官
立
の
も
の
が
一
通
り
設
立
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
光
緒
三
二
(
一
九
O
六
)
年
、
提
拳
使
と
し
て
湖
南
に
赴
任
し
た
臭
慶
抵
は
、
同
年
冬
に
官
立
各
拳
堂
を
視
察
し
、
高
等
撃

181 

る
こ
と
で
管
理
は
弛
み
き
っ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ

「高
等
拳
堂
の
名
義
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
数
撃
内
容
で
あ
る
。
監
督
が
し
ば
し
ば
交
代
す

ゆ
が
ん
だ
風
潮
が
深
く
染
み
つ
い
て
い
る
。
」
「
賓
業
の
課
程
と
ま
っ
た
く
闘
係
の
な
い
数
拳
内
容
で
あ

堂

・
高
等
賓
業
向
学
堂
の
運
営
に
つ
い
て
、
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り
、
設
備
も
稚
拙
で
運
営
費
が
充
分
で
は
な
い
。
特
に
預
科
に
つ
い
て
は
運
営
が
不
完
全
で
あ
る
。」
と
報
告
し
て
お
り
、
ま
た
、
成
徳

・
達

材
・

景
賢
の
各
組
平
堂
に
つ
い
て
も
「
い
ま
だ
書
院
の
運
昔
法
に
沿
っ
て
お
り
、
授
業
も
お
こ
な
っ
て
お
ら
ず
、
向
学
生
も
向
晶
子
堂
に
来
て
い
な
い
の

に
奨
準
金
を
得
て
い
る
。」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
官
立
皐
堂
の
運
営
が
不
徹
底
で
あ
る
様
が
う
か
が
え
る
。

(
お
)

ま
た
、
中
向
学
堂
に
つ
い
て
は
、
奏
定
附
学
堂
章
程
に
記
載
の
と
お
り
「
府
治
ご
と
に
模
範
と
し
て
一
カ
所
」
設
立
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
し

か
も
そ
の
長
沙
唯

一
の
官
立
中
撃
た
る
求
忠
中
島
十
堂

(も
と
忠
商
中
拳
堂
)
も
、
設
立
嘗
初
は
入
筆
生
を

「
忠
喬
の
子
弟
」
に
限
定
し
て
い
た
と

い
う
。
提
皐
使
臭
慶
抵
も
求
忠
中
皐
堂
に
つ
い
て

「経
費
が
や
や
不
足
し
て
い
る
。
規
則
は
弛
み
、
暴
風
は
ま

っ
た
く
勤
勉
と
は
き
守
え
な
い
。」

と
報
告
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
初
等
小
島
ナ
堂
で
は
、
光
緒
三
二
年
(
一
九
O
六
)
四
月
、
初
等
小
島
ナ
堂
三
十
絵
所
の
数
員
ら
が
、
俸
給

が
少
な
い
の
で
加
増
し
て
ほ
し
い
と
撃
務
鹿
に
申
請
し
た
も
の
の
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
数
員
同
士
が
結
託
し
て
一
斉
に
授
業
を
停
止

{
お
)

す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ

っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
長
沙
に
お
い
て
、
官
立
撃
堂
は
、
清
朝
政
府
の
期
待
し
た
成
果
を
充
分
に
あ
げ
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
c

長
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沙
に
お
け
る
小
島
了
中
島
ナ
数
育
は
、
公
立
皐
堂
・
民
立
同
学
堂
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第

節

長
沙
に
お
け
る
公
立
山晶子堂

民
立
製
堂
に
話
を
進
め
る
前
に
、
公
立
向
学
堂
の
設
立
状
況
に
つ
い
て
も
胸
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

公
立
向
学
堂
と
し
て
は
、
公
立
初
等
小
撃
堂
・
高
等
小
事
堂
・
中
島
ナ
堂
・
師
範
的
晶
子
堂
な
ど
が
拳
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
公
立
」
の
定
義
と
は
、

(

刊

日

)

「
地
方
の
富
裕
な
紳
士
が
款
項
を
募
り
」
、
「
公
款
を
集
め
て
設
立
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
た
だ
、
「
官
立
」
「
公
立
」
に
関
わ
ら
ず
、
中
同
学
堂
に

(
初
)

つ
い
て
は
「
各
府
に
必
ず
設
け
る
こ
と
一
所
、
も
し
能
く
州
豚
が
皆
設
け
る
こ
と
一
所
な
ら
ば
最
善
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

公
立
山
晶
子
堂
は
、
基
本
的
に
各
府
州
牒
の
紳
士
た
ち
に
よ
る
集
款
や
地
方
公
産
を
用
い
て
、

現
地
に
設
立
し
、
ま
た
、
現
地
の
子
弟
を
入
撃
さ
せ

る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
賓
際
に
は
、
『
申
報
」
光
緒
三
二

(
一九
O
六
)
年
三
月
三
日

・
五
日
・
六
日
に
渡
っ
て



掲
載
さ
れ
た
「
湖
南
省
城
島
一
生
調
査
表
」
に
よ
る
と
、
醤
皐
堂
や
、
善
化
燃
の
管
轄
に
な
る
公
立
善
化
勝
目
学
師
範
肇
堂
を
除
く
と
、
長
沙
に
設

立
さ
れ
て
い
る
公
立
挙
堂
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
長
沙
外
の
府
州
懸
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
れ
ら
外
州
牒
の

手
に
な
る
公
立
準
堂
に
つ
い
て
は
、

『申
報
』
光
緒
三
二
年
一
月
八
日
の
記
事
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
、
光
緒
三
二
年
時

貼
で
す
で
に
菓
准
を
得
て
省
域
内
に
開
設
し
て
い
る
拳
堂
と
し
て
寧
郷
中
拳
堂

・
衡
清
中
皐
堂

(衡
清
試
館
を
改
設
し
た
も
の
)
・
湘
郷
中
拳

堂

・
部
陽
中
盤
干
堂
お
よ
び
湘
郷
師
範
拳
堂

(各
豚
の
試
舘
を
改
設
)
・
武
岡
州
中
島
ナ
堂

(房
屋
を
賃
貸
し
て
開
設
。
今
年
、
別
に
房
屋
を
購
入
す
る
こ
と

(

日
記

)

を
計
董
中
)
が
、
ま
た
昨
年
一
一
一
月
に
招
考
し
、
す
ぐ
に
開
撃
で
き
る
も
の
と
し
て
湘
湾
牒
師
範
事
堂
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
先

に
奉
げ
た
「
湖
南
省
城
内
学
堂
調
査
表
」
に
よ
る
と
、
湘
陰
師
範
皐
堂
・
新
化
中
島
ナ
堂
が
存
在
し
、
ま
た
、
事
堂
調
査
表
に
は
名
前
が
出
て
い
な

い
が
、
光
緒
三
二
年
前
後
に
も
、
中
路
公
息
子
堂

・
西
路
公
撃
堂
・
南
路
公
準
堂
と
い
っ
た
、
慶
範
な
地
域
の
子
弟
を
封
象
に
し
た
曲
晶
子
堂
も
、
長

沙
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
す
で
に
、
民
国
期
に
お
い
て
も
た
び
た
び
問
題
と
な
る
、
撃
堂
の
長
沙
一
極
集
中
の
兆
し
が
見
え
る

の
で
あ
る
。
省
城
外
の
府
州
牒
の
手
に
な
る
公
立
与
堂
が
省
域
内
に
相
次
い
で
設
立
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
、
果
た
し
て
他
省
に
お
い
て
も
瑳

-7-

生
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
日
の
研
究
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
、
清
末
に
お
け
る
撃
堂
普
及
の
賓
態
を

考
察
し
て
く
上
で
、
非
常
に
興
味
深
い
事
象
で
あ
る
と
言
え
よ
う。

こ
の
湖
南
省
の
事
例
の
場
合
、
な
ぜ
各
府
州
鯨
が
長
沙
に
公
立
的
晶
子
堂
を
設

立
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
意
園
を
示
す
史
料
を
見
出
す
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
理
由
は
、
現
時
黙
で
は
推
測
す
る
こ

と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
長
沙
の
ほ
う
が
、
各
府
州
際
で
募
集
す
る
よ
り
も
、
数
師
・
子
弟
と
も
に
優
秀
な
人
材
が
揃
い

や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
時
の
湖
南
巡
撫
廓
鴻
書
は
、
湖
南
省
南
部
、
永
州
府
出
身
の
留
撃
生
ら
が
省
城
内
に
永
州
府
中
向
学
堂
を
設
立
し
た
い
と
申
請
し
て
き

た
こ
と
に
釘
し
、
「
永
州
府
に
は
す
で
に
公
立
中
事
堂
が
存
在
し
て
い
る
た
め
」
、
「
も
し
こ
の
よ
う
な
例
が

一
た
び
開
か
れ
る
な
ら
ば
、
各
外
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郡
外
口巴
は
皆
本
境
既
設
の
撃
堂
を
捨
て
て
、
紛
々
と
し
て
別
に
拳
堂
を
省
域
内
に
設
け
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
省
城
に
は
す
で
に
し
て
拳
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堂
を
設
立
す
る
た
め
の
場
所
が
な
い
上
に
、
本
境
の
士
子
に
と
っ
て
は
、
か
え
っ
て
近
く
で
皐
業
を
成
す
場
所
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
事
理

(
お
)

に
お
い
て
、
賓
に
弊
害
が
多
い
」
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
設
立
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
省
城
外
の
府
州
牒
に
よ
る
公
立

(

竹

山

)

皐
堂
乱
立
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
が
、
長
沙
に
お
け
る
公
立
拳
堂
設
立
状
況
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

第
二
章

胡
元
侠
と
民
立
明
徳
島
子
堂
の
設
立

第

節

民
立
明
徳
山
学
堂
の
設
立

筆
者
は
民
立
準
堂
の
設
立
状
況
を
論
じ
る
上
で
、
湖
南
で
最
初
の
民
立
準
堂
で
あ
る
明
徳
間
晶
子
堂
を
長
沙
に
設
立
し
た
、
胡
元
佼
に
焦
黙
を
嘗

て
、
彼
を
中
心
に
、
長
沙
に
お
け
る
教
育
改
革
の
推
移
と
新
た
な
数
育
界
の
形
成
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

- 8 

(
1
)
 
胡
元
佼
と
明
徳
島
一
堂
の
関
与

最
初
に
胡
元
佼
の
出
身
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
一
八
七
二
)
年
八
月
七
日
、
湖
南
省
湘
湾
牒
に
生
ま
れ
る
。
曾
祖
父
廷
弼
は
遁
光
二
一

(

刊
日

)

(

ω

)

辛
丑
科
の
進
士
、
最
終
的
に
河
南
国
内
州
知
州
に
至
る
。
祖
父
湘
は
同
治
中
、
軍
功
に
よ
っ
て
贋
東
南
海
豚
知
燃
に
至
る
。
父
同
書
は
組
父
に
従

胡
元
談
、
字
は
子
靖
。
同
治

(一

八
四

二

年

っ
て
南
避
、
庚
東
の
筆
者
陳
濃
の
も
と
で
詩
経
通
鑑
を
肇
び
、
『
詩
古
音
穆
』
『
通
鑑
校
刊
記
』
等
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
軍
功
に
よ
っ

(
机
)

て
庚
東
鎮
卒
鯨
知
燃
に
至
っ
て
い
る
。

元
佼
は
同
欝
の
第
九
子
で
あ
る
。
長
男
元
儀
は
萄
子
の
研
究
に
優
れ
、

『
萄
子
別
停
及
考
異
』
(
王
先
謙

『萄
子
集
解
』
に
牧
銭
)
・
『
毛
詩
誇

訂
」
(
王
先
謙
撰

「皇
清
終
解
績
編
』
に
牧
録
)
を
は
じ
め
、
数
々
の
著
作
が
あ
る
。
六
男
元
玉
は
王
闇
運
の
女
婿
で
あ
り
、
著
作
に

『
駁
春
秋
名



字
解
詰
』
な
ど
が
あ
ぶ

V

そ
し
て
胡
元
後
自
身
も
、
父
や
兄
か
ら
問
晶
子
間
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
議
麓
・
城
南
・
校
経
書
院
に
就
挙
。
光
緒
二
三

(
一
八
九
七
)
年
、
丁
酉
科
抜
貢
と
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
胡
元
後
は
、
曾
祖
父
が
進
士
、
父
が
撃
者
、
そ
し
て
兄
は
そ
れ
ぞ
れ
時
の
大
挙
者
王
先
謙
や
王
闇
運
ら
の
門
下
生
と
い
う
謹
書
人
の

家
庭
に
生
ま
れ
、
彼
自
身
も
書
院
に
在
籍
し
、
中
園
停
統
の
四
月
子
聞
を
挙
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
黙
は
、
彼
が
抜
貢
と
な
っ

た
光
緒
二
三
年
と
は
、
準
政
江
標
が
歳
試
・
科
試
に
新
撃
を
課
し
、
ま
た
山
獄
麓
・
校
経
書
院
に
お
い
て
も
、
時
務
に
通
暁
す
べ
く
新
撃
を
考
究

す
る
な
ど
の
改
革
が
試
み
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歳
試
・
科
試
の
改
革
の
成
果
と
し
て
、
丁
酉
科
の
抜
貢
に
は
、
重
要
な

人
材
が
数
多
く
出
現
し
た
。

一
つ
に
は
、
唐
才
常

・
畢
永
年
・
焚
錐
ら
と
い
っ
た
、
戊
成
饗
法
期
の
改
革
運
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
人
材
が

奉
げ
ら
れ
る
が
、
同
じ
丁
酉
科
に
お
い
て
、
胡
元
佼
を
は
じ
め
、
摩
名
緒
・
李
致
禎
・
胡
子
清
と
い
っ
た
、
光
緒
新
政
期
の
湖
南
敬
育
改
革
に

(
叫
)

お
い
て
重
要
な
役
割
を
捨
う
人
材
が
抜
貢
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
戊
成
費
法
期
に
お
い
て
は
、
同
年
の
抜
貢
で
あ
っ
た
唐
才
常
や
焚

錐
ら
の
よ
う
に
地
方
政
治
・
数
育
の
改
革
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
出
身
背
景
か
ら
考
え
る
に
、
中
園
傍
統
の
挙
問
を
泰
じ
る
、
い

(

江

川

)

わ
ゆ
る
保
守
汲
紳
士
と
も
な
り
得
た
胡
元
佼
が
、
光
緒
二
八
(
一
九
O
二
)
年
、
官
費
留
拳
生
に
選
ば
れ
、
時
国
後
は
敬
育
改
革
に
積
極
的
に

や
は
り
戊
成
維
新
期
の
数
育
改
革
を
龍
験
し
て
お
り
、
新
撃
に
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
一
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
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参
輿
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、

る
で
あ
ろ
う
。

彼
は
日
本
に
到
着
後
、
嘗
時
清
園
人
留
m
晶
子
生
を
多
数
受
け
入
れ
て
い
た
宏
文
曲
学
院
達
成
師
範
科
に
入
撃
。
彼
は
日
本
滞
在
中
に
「
日
本
の
維

(
必
)

新
が
成
功
し
た
一
因
は
数
育
に
あ
る
」
と
考
え
、
一
噛
淳
議
吉
が
慶
感
義
塾
を
設
立
し
て
人
材
を
育
成
し
た
功
績
を
慕
い
、
自
身
も
数
育
を
も
っ

て
園
を
救
お
う
と
決
意
す
る
。
半
年
聞
の
就
撃
を
終
え
て
、
同
年
冬
に
錆
園
。
湖
南
に
蹄
る
途
上
、
外
兄
で
あ
る
江
蘇
泰
興
牒
知
牒
龍
聾
の
も

と
へ
立
ち
寄
り
、
長
沙
に
皐
堂
を
設
立
す
る
計
董
を
共
に
謀
る
。
そ
し
て
湖
南
に
滞
在
し
て
い
た
贋
西
右
江
鎮
線
兵
責
忠
浩
や
、
龍
聾
の
叔
父

185 

で
あ
る
在
籍
刑
部
侍
郎
龍
湛
森
も
こ
れ
に
賛
同
し
、
巡
撫
食
廉
三
に
公
式
の
民
立
皐
堂
と
し
て
認
可
を
受
け
、
光
緒
二
九

(一

九
O
三
)
年
一
一
一

(
U
)
 

月
二
九
日
、
湖
南
で
最
初
の
民
立
準
堂
で
あ
る
明
徳
挙
堂
を
開
撃
し
た
の
で
あ
る
。
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島
ナ堂
の
趣
旨
と
し
て
は
、
光
緒
二
八
年
に
琵
布
さ
れ
た
欽
定
中
島
ナ
堂
章
程
に
則

っ
て
、
十
鈴
懸
の
子
弟
を
集
め
て
省
域
内
に
中
間
晶
子
堂
を
設
立

し
、
ま
た
師
範
教
育
も
重
視
し
て
将
来
の
小
山
学
数
員
育
成
の
基
礎
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
撃
堂
の
開
設
費
と
し
て
龍
湛
祭
が
二

O
O
O
元
を
出

資
、
省
城
北
部
の
左
文
裏
公
桐
を
校
舎
と
し
て
、
中
間
学
生
八

O
人
を
招
集
し
た
。
皐
堂
の
監
督
は
胡
元
佼
が
、
副
監
督
は
龍
湛
震
の
子
で
あ
る

龍
級
瑞
が
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
、
教
員
と
し
て
、

日
本
留
撃
経
験
者
で
あ
る
周
震
鱗

・
李
歩
主
円
ら
を
招
き
、
さ
ら
に
、

出
資
者
で
あ
り
大
郷
紳
と

し
て
名
望
の
あ
る
龍
湛
森
を
総
理
に
迎
え
、
邸
玄具
を
維
持
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

(
2
)
 語
延
閣
の
明
徳
皐
堂
参
観

明
徳
島
子
堂
が
設
立
さ
れ
た
時
期
と
は
、

(
印
)

た
と
え
ば
長
沙
の
い
わ
ゆ
る
保
守
振
郷
紳
で
あ
る
王
先
謙
が
書
院
の
改
編
を
跨
践
し
た
よ
う
に
、
光

緒
新
政
期
に
お
け
る
数
育
改
革
が
い
っ
た
い
い
か
な
る
方
向
に
進
行
す
る
の
か
、
も
し
く
は
頓
挫
す
る
の
か
、
長
沙
紳
士
に
と
っ
て
は
剣
断
を

つ
け
が
た
い
時
期
で
あ

っ
た
。
新
式
皐
堂
の
設
立

・
普
及
を
意
園
す
る
清
朝
政
府
や
湖
南
巡
撫
、

そ
れ
に
胡
元
絞
ら
「
改
革
汲
」
紳
士
に
と
っ

10ー

て
、
長
沙
紳
士
の
協
力
は
不
可
依
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
黙
に
お
い
て
、
郷
紳
謹
延
闘
の
明
徳
山
学
堂
参
観
は
、
湖
南
教
育
改
革
に
お
い
て
、

董
期
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

諜
延
闘

(字
組
安
、
競
慈
術
)
は
湖
南
茶
陵
際
出
身
、
父
は
前
爾
康
徳
督
で
湖
南
の
代
表
的
郷
紳
で
あ
る
語
鍾
麟
で
あ
る
。
護
延
閤
自
身
も
科

県
十
の
途
に
就
い
て
お
り
、
光
緒
三
O

(
一
九

O
四
)
年
、
彼
が
二
六
歳
の
時
、
甲
辰
科
の
曾
試
に
お
い
て
、
湖
南
に
二
百
年
来
現
れ
な
か

っ
た

と
い
う
曾
元
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
純
然
た
る
士
大
夫
で
あ
っ
た
。

明
徳
挙
堂
関
与
か
ら
数
ヶ
月
後
、
語
延
聞
は
、
龍
湛
森
の
賓
子
で
あ
り
明
徳
島
ナ
堂
副
監
督
と
し
て
蓮
昔
に
参
加
し
て
い
た
龍
級
瑞
の
要
請
に

感
じ
て
明
徳
島
ナ堂
を
訪
れ
、
邸
ナ
堂
運
航
宮
の
様
子
を
覗
察
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
も
と
も
と
皐
堂
と
い
う
も
の
を
軽
ん
じ
て
い
た
が
、
明
徳
島
ナ
堂

(
日
)

の
規
模
と
運
営
を
参
観
し
た
後
は
こ
れ
に
敬
服
し
た
と

い
う
。
胡
元
佼
は
、
日
本
の
慶
麿
義
塾
の
例
に
な
ら
っ
て
皐
堂
を
設
立
し
た
も
の
の
、

共
に
向
山
子堂
を
運
営
し
よ
う
と
す
る
湖
南
地
方
紳
士
が
現
れ
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
護
延
聞
に
、
明
徳
撃
堂
の
運
営
に
参
加
し
て
も
ら
う
よ
う
に
請



(
M
)
 

願
し
た
。
語
延
闘
は
こ
れ
を
受
諾
し
、
運
営
費
と
し
て

一
0
0
0元
を
援
助
し
、
ま
た
嘗
時
数
少
な
か
っ
た
英
文
数
員
の
俸
給
費
と
し
て
毎
年

(
日
)

一
0
0
0元
を
援
助
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。

謹
延
闘
が
明
徳
撃
堂
を
参
観
し
て
新
式
問
晶
子
堂
な
ら
び
に
新
町
晶
子
数
育
に
理
解
と
関
心
を
示
し
た
こ
と
は
、
皐
に
明
徳
撃
堂
一
校
の
み
が
そ
の
援

助
を
得
る
だ
け
で
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
代
表
的
郷
紳
で
あ
る
語
鍾
麟
の
子
と
し
て
、
ま
た
科
奉
に
お
け
る
曾
元
と
し
て
、
す
で
に
長
沙
紳

(日
)

士
か
ら
隼
敬
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
彼
は
、
光
緒
三

一
(
一九
O
五
)
年
三
月
一
一
一
日
語
鍾
麟
の
死
後
、
同
年
五
月
、
明
徳
事
堂
総
理
龍
湛
森

(
m
J
)
 

の
死
去
に
と
も
な
い
明
徳
線
理
の
職
を
縫
任
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
同
年
八
月
に
は
中
路
師
範
撃
堂
に
監
督
と
し
て
赴
任
、
挙
堂
内
の
鵠
制

(
四
品
)

を
日
本
の
制
度
に
な
ら
っ
て
改
革
し
、
ま
た
、
光
緒
三
二

(一

九
O
六
)
年
に
は
、
紳
士
陳
畑
燦
・
員
允
断

・
方
克
剛
ら
と
と
も
に
、
前
章
第

(
臼
)

二
節
で
絹
れ
た
中
路
公
拳
堂
の
前
身
と
な
る
民
立
簡
易
師
範
的
晶
子
堂
を
設
立
、
光
緒
三
三
(
一九
O
七
)
年
に
は
撃
務
公
所
の
議
紳
に
任
命
さ
れ

る
な
ど
、
皐
務
に
精
力
的
に
参
奥
し
、
長
沙
中
の
新
式
事
堂
の
普
及
と
維
持
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
述
す
る
が
、
語
延
閣
の
問
晶
子
務
参
輿
は
、
車
に
脇
一
'
堂
や
新
撃
に
釘
す
る
関
心
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
撃
務
を
通
じ
て
地
方
政
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治
に
参
興
す
る
契
機
で
あ
る
と

い
う
側
面
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

(3
)
 草
創
期
の
明
徳
撃
堂
と
周
園
の
反
感

湖
南
で
最
初
に
設
立
さ
れ
た
、
新
撃
を
主
程
と
す
る
民
立
問
晶
子
堂
で
あ
る
明
徳
拳
堂
は
、
嘗
初
か
ら
各
方
面
に
注
目
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、

(ω) 

君
臨肝報
』
で
は
「
湖
南
の
各
附
晶
子
堂
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
明
徳
の
精
神
が
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
。
」
「
胡
元
後
の
運
営
は
力
を
輩
く
し
て
お
り
、

(
臼
)

湖
南
の
風
気
は
こ
れ
に
よ

っ
て
そ
の
奮
弊
を
ふ
き
と
ば
す
で
あ
ろ
う
」
と
、
明
徳
島
ナ堂
と
胡
元
佼
が
数
育
改
革
を
推
進
す
る
主
導
力
と
し
て
期

待
さ
れ
、
好
意
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
明
徳
的
晶
子
堂
が
設
置
さ
れ
た
長
沙
に
お
い
て
は
、
周
園
の
反
躍
は
箪
純
に
好
意
的
で
あ
る
と
は
言
え

な
か

っ
た
。

187 

戊
成
嬰
法
期
の
前
例
も
あ
っ
て
、
王
先
謙
ら
を
中
心
と
す
る
保
守
汲
に
と
っ
て
は
、
新
聞
晶
子
を
主
罷
と
す
る
挙
堂
は
湖
南
の
秩
序
を
乱
す
原
因
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で
あ
る
、
と
い
う
認
識
は
嘗
然
の
も
の
と
し
て
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
皐
堂
の
運
営
者
た
る
胡
元
佼

・
龍
濠
に
し
て
も
そ
の
よ
う
な
反
感

は
承
知
の
上
で
あ
り
、
保
守
汲
郷
紳
の
非
難
を
避
け
る
た
め
、
王
先
謙
ら
と
並
ぶ
著
名
な
郷
紳
で
あ
る
龍
湛
震
や
語
延
闘
を
線
理
の
地
位
に
招

い
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
徳
撃
堂
設
立
嘗
初
と
は
、
長
沙
に
は
い
ま
だ
三
大
書
院
が
併
存
し
て
お
り
、
王
先
謙
も
師
範
館
館
長
と
し
て

曲
学
務
に
関
わ

っ
て
い
た
、
い
わ
ば
保
守
汲
郷
紳
暦
の
勢
力
が
強
い
時
期
で
あ
っ
た
。
設
立
嘗
初
の
明
徳
的
晶
子
堂
は
、
「
保
守
汲
」
勢
力
に
と
っ
て

は
、
明
徳
山
学
堂
の
賓
態
が
い
か
な
る
も
の
か
に
開
わ
ら
ず
、
「
湖
南
に
再
び
『
革
命
と
い
う
邪
説
」
を
振
り
ま
く
、
極
力
排
除
す
べ
き
存
在
で

あ
る
」
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

第
二
節

明
徳
島
一
生
の
設
展

明
徳
準
堂
は
光
緒
二
九

(一

九
O
三
)
年
三
月
、
中
間
晶
子
堂
と
し
て
開
撃
し
た
。
し
か
し
、
胡
元
佼
の
撃
堂
運
営
は
中
島
ナ
堂
の
み
に
と
ど
ま
ら
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な
い
。
今
節
で
は
、
明
徳
島
ナ
堂
の
護
展
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

最
初
の
横
張
は
、
速
成
師
範
班
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

現
在
、
各
省
で
皐
堂
を
開
設
し
て
規
模
を
備
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
賓
際
に
数
果
を
得
た
撃
堂
は
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
理
由

は
も
と
よ
り
経
費
の
不
足
に
よ
る
が
、
貰
に
極
め
て
問
題
で
あ
る
貼
は
、
敬
師
の
不
足
に
あ
る
の
で
あ
る
。
湖
南
に
つ
い
て
論
じ
る
に
、

官
立
民
立
の
師
範
皐
堂
は
二
、
三
カ
所
し
か
な
く
、
各
属
の
小
撃
堂
は
ど
こ
も
か
し
こ
も
人
材
を
必
要
と
し
て
い
る
の
に
、
た
だ
教
員
が

(

門

町

)

少
な
い
だ
け
で
な
く
、
撃
堂
管
理
者
も
ま
た
得
難
い
朕
況
で
あ
る
。

と
、
湖
南
に
附
晶
子
堂
敬
職
員
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
き
、
日
本
弘
文
事
院
速
成
師
範
班
の
例
に
な
ら

っ
て
、
就
業
期
間
六
ヶ
月
の
速
成
師
範

科
を
明
徳
町
晶
子堂
に
附
設
し
、
ま
た
同
時
に
高
等
小
拳
班
を
設
置
し
て
、
師
範
生
の
賓
地
訓
練
の
場
な
ら
び
に
明
徳
中
拳
班
に
進
撃
す
る
小
島
ナ生

育
成
の
場
と
す
る
計
董
を
立
て
明

同
年
九
月
に
開
撃
し
た
速
成
師
範
班
か
ら
は
、
翌
年
四
月
に
は

一
期
生
一

一
八
人
が
、

一
一
一
月
に
は
二
期



(

白
山
)

生
一

O
一
人
が
卒
業
、
第
一
期
卒
業
生
で
あ
る
彰
園
鈎
ら
を
は
じ
め
、
将
来
長
沙
の
新
式
拳
堂
の
撃
務
を
縫
う
数
職
員
を
輩
出
す
る
の
で
あ
る
。

(
白
山
)

ま
た
、
こ
の
時
期
、
数
員
の
周
震
鱗
と
劉
佐
橋
の
釘
立
に
よ
り
明
徳
的
晶
子
堂
内
が
混
乱
し
た
た
め
、
今
後
、
明
穣
息
子
堂
が
閉
鎖
の
危
機
に
あ
っ

て
も
胡
元
侠
ら
の
新
式
的
学
堂
運
営
が
縫
績
で
き
る
よ
う
に
、
龍
湛
森
・
謹
延
閣
と
相
談
の
上
、
明
徳
島
ナ
堂
と
は
別
に
長
沙
西
国
に
「
経
正
撃

(

白
山
)

堂
」
を
設
立
し
、
外
面
は
別
の
拳
堂
を
装
い
つ
つ
、
{
貫
状
は
明
徳
拳
堂
と
同
一
の
拳
堂
と
し
て
経
営
を
し
た
の
で
あ
る
。

光
緒
三

O
(
一
九
O
四
)
年
、
胡
元
侠
は
越
爾
巽
の
命
に
よ
り
、
留
拳
生
を
護
迭
す
る
た
め
に
上
海
に
赴
い
た
。
そ
の
後
、
同
地
で
胡
と
同

郷
で
あ
る
嚢
樹
動
に
請
願
、
撃
堂
経
費
と
し
て
一

O
、
0
0
0元
の
援
助
を
得
た
。
こ
の
資
金
を
元
に
上
海
で
理
化
の
器
具
や
博
物
標
本
を
購

入
、
な
ら
び
に
日
本
人
数
員
永
江
正
直
と
堀
井
畳
太
郎
を
招
聴
し
て
長
沙
に
戻
り
、
長
沙
西
圏
内
の
、
周
家
純
一
族
が
所
有
し
て
い
る
花
園
を

(
四
回

)

(

ω

)

賃
借
し
て
校
舎
を
設
立
し
、
理
化
博
物
事
科
を
開
設
し
た
。
ま
た
昨
年
よ
り
計
量
し
て
い
た
高
等
小
肇
班
を
こ
の
年
設
置
し
た
の
で
あ
る
。

(
一
九
O
五
)
年
に
は
、
時
の
湖
南
巡
撫
端
方
に
、
官
費
に
よ
る
撃
堂
経
費
補
助
を
申
請
し
、
許
可
を
得
て
い
る
。
胡
元
伐
の
端

光
緒
三
一

-13 -

方
へ
の
呈
文
に
は
、
明
徳
の
現
在
ま
で
の
歴
史
を
述
べ
た
上
で
、
撃
堂
内
の
中
撃

・
速
成
師
範
・
小
島
了
理
化
博
物
専
科
各
班
の
拳
生
は
合
計

五
O
O人
に
達
し
た
と
し、

湖
南
全
程
に
数
師
が
不
足
し
て
お
り
、
管
理
法
を
撃
ん
だ
者
も
ま
た
少
な
い
。
外
豚
に
お
い
て
は
、
撃
堂
を
開
設
す
る
に
も
入
手
が
少
な

い
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
る
。
明
徳
速
成
師
範
一
期
お
よ
び
二
期
卒
業
者
二
百
徐
人
が

一
時
に
全
省
に
贋
が
っ
て
か
ら
は
、
数
育
界
に
も
や

や
前
途
が
開
け
て
き
た
。
現
在
同
晶
子
堂
で
拳
務
に
従
事
す
る
者
は
明
徳
拳
堂
出
身
者
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
お
り
、
風
気
を
開
い
た
こ
と
に

お
い
て
、
そ
の
功
績
は
大
き
い
。
中
撃
に
い
た
っ
て
は
、
海
外
に
留
撃
し
て
警
察
・
師
範
・
法
政
を
撃
ぶ
者
が
八
人
、
京
師
大
曲
目
子
堂
に
縛

(η
)
 

入
し
た
者
が
二
人
、
皆
よ
く
専
門
の
挙
聞
を
研
究
し
て
い
る
。
こ
れ
が
明
徳
が
開
撃
し
て
よ
り
今
に
至
る
ま
で
の
成
果
で
あ
る
。

と
、
明
標
準
堂
の
湖
南
数
育
界
に
封
す
る
貢
献
を
訴
え
た
。
そ
し
て
、
拳
堂
の
経
営
費
に
苦
し
む
現
紋
を
述
べ
、

日
本
の
慶
謄
義
塾
が
政
府
の

補
助
を
得
て
東
洋
民
立
撃
校
の
租
と
な
っ
て
い
る
例
に
な
ら
い
、
毎
月
一

0
0
0元
の
補
助
金
を
護
給
し
て
ほ
し
い
、
と
申
請
し
た
の
で
あ
る
。

189 

な
お
、
こ
こ
で
例
に
奉
が
っ
た
、
二
期
分
の
速
成
師
範
卒
業
者
一
二
九
人
が
嘗
時
の
湖
南
全
韓
の
敬
職
員
に
占
め
る
割
合
は
定
か
で
は
な
い



190 

が
、
試
み
に
光
絡
三
三
年
の
統
計
を
元
に
考
察
す
る
と
、
小
島
T

堂
教
職
員
育
成
機
関
で
あ
っ
た
明
徳
及
び
経
正
速
成
師
範
班
が
同
年
ま
で
に
輩

出
し
た
卒
業
生
の
合
計
が
二
八

O
M
v
そ
れ
に
針
し
、
光
緒
三
三
年
の
統
計
に
お
け
る
湖
南
省
の
初
等

・
雨
等
・
高
等
小
皐
堂
の
数
職
員
の
合

計
は
二
四
八
一
人
で
あ
る
か

M
v
仮
に
明
徳
お
よ
び
経
正
師
範
班
卒
業
生
が
全
員
撃
務
に
従
事
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
湖
南
省
全
韓
の
小
事
堂

教
職
員
の
一
割
強
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
賓
際
に
は
全
員
が
皐
務
に
従
事
し
た
と
は
限
ら
な
い
が
、
光
緒
三
一
年
は
科
奉
が
廃
止
さ
れ
る

前
後
の
こ
と
で
あ
り
、
小
泉
堂
の
数
も
光
緒
三
三
年
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
明
徳
間
学
堂
は
「
大
字
」
と
は
い

か
な
い
ま
で
も
、
首
時
に
お
け
る
相
嘗
数
の
小
山
学
堂
数
職
員
を
輩
出
し
、
湖
南
省
中
の
皐
務
を
牽
引
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

胡
元
伐
に
よ
る
挙
堂
経
費
補
助
の
申
請
に
釣
し
、
端
方
は
明
徳
的
学
堂
の
成
果
を
認
め
、
明
徳
間
晶
子
堂
に
針
し
、
善
後
局
よ
り
銅
元
第
造
の
鈴
利

(
九
)

の
う
ち
か
ら
毎
月
七

O
O
元
を
肇
堂
経
費
補
助
と
し
て
珪
給
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
湖
南
に
お
け
る
、
官
費
に
よ
る
民
立
町
晶
子
堂

に
針
す
る
経
費
補
助
の
始
ま
り
で
あ
り
、
以
後
設
立
さ
れ
た
民
立
撃
堂
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皐
堂
の
規
模
と
賓
績
に
感
じ
た
補
助
を
得
る
こ
と
が

(
市
)

で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

(
作
)

こ
の
後
も
胡
元
佼
は
商
部
に
申
請
し
て
長
沙
泰
安
里
の
約
三

0
0
0丈
に
及
ぶ
官
地
を
得
、
こ
こ
に
新
校
舎
を
設
立
し
た
。
そ
し
て
光
緒
三

14 

三
年
以
後
、
泰
安
里
の
新
校
舎
設
立
を
機
に
、
も
と
校
舎
と
し
て
賃
貸
し
て
い
た
左
文
豪
公
洞
を
退
き
、
周
氏
花
園
に
開
設
し
て
い
た
高
等
小

(

刊

日

)

向
学
班
を
新
校
舎
に
遜
入
さ
せ
た
。
周
氏
花
園
内
の
校
舎
に
は
中
島
ナ
班
を
移
設
し
、
ま
た
同
校
舎
内
に
初
等
小
撃
班
を
も
新
設
し
た
。
そ
し
て
こ

(
乃
)

(

初

)

(

引

)

れ
以
後
も
、
新
校
舎
内
に
中
等
商
業
預
科

・
中
等
商
業
本
科

・
銀
行
募
修
科
及
び
法
政
別
科
を
相
次
い
で
関
与
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
胡
元
佼
は
巡
撫
越
爾
巽
や
端
方
の
支
持
の
も
と
、
中
間
学
堂
よ
り
始
ま
り
、
師
範
を
育
成
し
て
湖
南
数
育
改
革
の

推
進
に
努
め
、
随
時
挙
堂
を
掻
張
さ
せ
て
ゆ
き
、
湖
南
最
初
の
民
立
撃
堂
に
し
て
、
そ
の
後
の
民
立
皐
堂
運
営
の
模
範
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
胡
元
佼
は
、
明
徳
町
晶
子
堂
の
運
営
に
あ
た
り
、
教
職
員
の
招
聴
に
は
特
に
力
を
入
れ
て
い
た
。
胡
元
佼
が
明
徳
間
学
堂
に
速
成
師
範
班
を

設
立
し
て
小
山
晶
子
敬
員
を
育
成
し
た
例
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
明
徳
設
立
嘗
時
は
新
皐
数
員
自
躍
が
極
端
に
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
胡
は
留

同
学
経
験
者
を
中
心
に
、
各
地
で
教
職
員
を
抜
擢
し
て
い

っ
た
。

以
下
、
明
徳
向
学
堂
の
運
営
に
関
わ
っ
た
教
職
員
を
考
察
し
た
い
。



設
立
嘗
初
は
、
劉
佐
楕
・
周
震
鱗

・
陸
鴻
達

・
李
歩
青

・
許
兆
魁
・
張
繕
・
王
正
廷
・
王
達
・
陳
鳳
光

・
金
華
祝

・
蘇
玄
瑛
・
翁
又
扶

・
秦

殺
魯
ら
が
明
徳
挙
堂
に
招
か
れ

U
P

そ
の
後
、
語
延
聞
に
よ
っ
て
資
金
援
助
を
得
た
彼
は
杭
州
に
赴
き
、
英
文
敬
員
と
し
て
華
龍
を
招
鴨
、
そ

日
本
留
挙
時
に
面
識
を
持
ち
、
胡
元
後
が
事
堂
を
運
営
す
る
と
き
は
数
員
を
す
る
と
約
束
を
し
て
い
た
と
い
う
葉
興

(∞∞) 

を
龍
育
数
師
と
し
て
招
き
、
共
に
明
徳
的
学
堂
に
跨
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
理
化
博
物
数
員
と
し
て
日
本
人
の
永
江
正
直
と
堀
井
覚
太
郎
を
招

の
後
は
上
海
へ
向
か
い
、

い
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
明
徳
高
等
小
向
学
班
を
開
拳
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
湘
郷
出
身
の
陳
介
を
主
任
に
招
き
、
陳
介
が
留
問
晶
子

(
似
)

し
た
後
は
宵
翼
鰻
が
縫
任
し
た
。
つ
い
で
光
緒
三
二
年
、
胡
元
佼
が
明
徳
中
拳
班
主
任
と
し
て
選
抜
し
た
の
は
、
彼
と
同
じ
く
戊
成
壁
法
期
、

(
お
)

丁
酉
科
の
抜
貢
と
な
っ
た
彦
名
緒
で
あ

っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
胡
元
後
と
共
に
留
附
掛
干
し
た
陳
潤
森

・
食
詰
慶

・
顔
昌
嶋

・
仇
毅
も
明
徳
撃
堂
の
数
職
員
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
後
の
数
育
線

舎
の
幹
事
と
な
る
事
天
佑
・
熊
崇
照
・
周
大
烈
・
張
翼
雲
や
、
後
に
立
憲
汲
と
し
て
政
治
活
動
に
参
加
す
る
易
宗
斐

・
粟
哉
時

・
曹
典
球
な
ど

一
時
期
は
明
徳
挙
堂
で
数
務
を
櫓
品
回国
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
嘗
時
、
同
学
堂
の
教
職
員
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
一
校
の
み
で
活
動
す
る
の
で
は
な
く
、
数
校
で
の
授
業
を
粂
任
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

15一

も明
徳
的
学
堂
に
招
蒋
さ
れ
た
数
員
た
ち
は
、
明
徳
向
学
堂
の
み
で
は
な
く
、
他
撃
堂
に
も
数
挙
活
動
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
遮
す
る
が
、
周
震

鱗
は
数
々
の
民
立
撃
堂
に
参
興
し
て
お
り
、
ま
た
胡
元
侠
が
招
蒋
し
た
英
文
教
員
華
龍
や
日
本
人
理
化
数
員
堀
井
覚
太
郎
は
中
路
師
範
拳
堂
で

も
数
鞭
を
執
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
胡
元
佼
お
よ
び
明
徳
撃
堂
数
職
員
に
よ
る
敬
育
活
動
の
成
果
は
車
に
明
稽
撃
堂
内
の
拳
生
の
み
に
止

ま
ら
ず
、
激
職
員
の
交
流
を
通
じ
て
、
長
沙
中
の
拳
堂
に
影
響
を
輿
え
、
新
た
な
敬
育
界
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
章
で
は
、
明
徳
的
晶
子
堂
以
後
設
立
さ
れ
た
主
な
民
立
問
字
堂
や
そ
の
運
営
者
に
つ
い
て
、
ま
た
彼
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
新
た

な
数
育
界
の
姿
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

191 
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第
三
章

長
沙
に
お
け
る
民
立
皐
堂
と
新
た
な
敬
育
界
の
形
成

明
徳
肇
堂
は
、
設
立
嘗
初
に
お
い
て
は
長
沙
に
数
少
な
い
新
式
撃
堂
と
し
て
、
主
に
保
守
汲
郷
紳
唐
か
ら
危
険
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

中
央
政
府
は
奏
定
皐
堂
章
程
後
布
以
後
、

教
育
行
政
制
度
を
着
々
と
整
備
、
な
ら
び
に
次
々
に
交
代
す
る
湖
南
巡
撫
も
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、

長
沙
に
お
け
る
数
育
改
革
を
推
進
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
長
沙
の
紳
士
の
中
か
ら
、
新
式
撃
堂
に
慣
値
を
見
出
し
、
そ
の
設
立

・
運

営
に
参
興
す
る
者
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
明
徳
準
堂
以
後
、
長
沙
に
績
々
と
設
立
さ
れ
た
民
立
肇
堂
と
、
そ
の
運
営
に
関
わ
る
紳

士
居
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第

節

長
沙
の
主
な
民
立
肇
堂

こ
の
時
期
の
資
料
や
統
計
に
は
不
備
も
多
く
、
ま
た
数
年
と
せ
ず
に
閉
鎖
す
る
撃
堂
も
あ
っ
て
、
長
沙
に
お
け
る
全
て
の
民
立
皐
堂
を
網
羅

16ー

す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
本
節
で
は
、
修
業
挙
堂

・
周
氏
家
塾

・
楚
恰
撃
堂
と
い
っ
た
、
民
園
期
に
入
っ
て
も
存
績
し
て
い

る
事
堂
を
と
り
あ
げ
、
各
民
立
撃
堂
の
設
立
状
況
と
、
運
営
に
携
わ
る
数
職
員
を
列
奉
し
、
そ
の
後
に
考
察
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。

(1
)
 

(∞∞ 

修
業
撃
堂

設
立
の
事
情
は、

先
に
も
鯛
れ
た
、
明
徳
島
ナ
堂
に
お
け
る
劉
佐
橋
と
周
震
鱗
の
針
立
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
の
と
き
、
周
震
鱗
の
明
徳
山
学
堂
追

放
を
巡
っ
て
、
明
徳
島
ナ生
の
開
で
意
見
が
分
裂
し
た
の
で
あ
る
が
、
事
堂
内
の
紛
糾
に
よ
っ
て
明
徳
島
十
堂
自
韓
が
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た

何
積
娘
ら
向学生

一
二
人
は
、
明
徳
挙
堂
を
離
れ
、
自
分
た
ち
の
手
で
撃
堂
を
設
立
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
周
震
鱗
や
、
胡
元
後
と
共
に

日
本
に
留
四
品
干
し
た
食
蕃
同
、
さ
ら
に
許
直
の
賛
助
を
得
て
、
彼
ら
の
連
名
で
巡
撫
街
門
に
申
請
し
、

公
式
な
民
立
挙
堂
と
し
て
認
可
さ
れ
た
。

許
直
の
寄
付
に
よ
る
一

O
O
元
の
資
金
を
も
と
に
、
高
鳴
頭
に
あ
る
民
房
を
租
借
し
て
校
舎
と
し
、
光
緒
二
九
(
一
九
O
三
)
年
七
月
、
中
島
干



堂
と
し
て
開
撃
し
た
の
で
あ
る
。

光
緒
三

O
(
一九
O
四
)
年
に
は
小
事
班
を
附
設
し
、
明
標
達
成
師
範
班
卒
業
生
彰
漢
微
を
小
間
晶
子
部
主
任
と
し
た
。
光
緒
一一一一

年
に
は
、
政
府
に
よ
る
民
立
撃
堂
補
助
費
と
し
て
毎
月
四
二

O
雨
が
支
給
さ
れ
、
こ
れ
を
資
金
に
、
翌
年
に
は
師
範
班

・
中
拳
預
科
班
を
開
撃
、

(
一
九
O
五
)

生
徒
は
合
計
三

O
O人
に
至
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
さ
ら
に
翌
年
に
は
政
策
の
嬰
更
に
よ
り
経
費
補
助
が
一
律
に
停
止
さ
れ
た
た
め
、
光
緒
三

三
(
一
九
O
七
)
年
中
拳
班
を
閉
鎖
、
ま
た
こ
の
年
、

小
撃
班
に
明
徳
師
範
班
卒
業
生
で
あ
る
彰
園
鈎
を
監
督
に
迎
え
、
黄
海
潤

・
徐
特
立

・

羊
女
済
萱
・
秋
昂
人
ら
を
数
員
に
招
い
た
と
い
う
。
光
緒
三
四
(
一
九
O
人
)
年
に
は
再
び
中
撃
を
開
撃
、
ま
た
こ
の
年
再
び
政
府
に
よ
る
補
助

費
と
し
て
年
間
二
ハ

O
O臨
)が

支
給
さ
れ
た
。
民
園
元
(
一
九
二
一
)
年
、
校
董
舎
が
成
立
し
、
周
震
鱗

・
何
積
燥

・
彰
園
鈎
・
徐
特
立

・
事

天
佑

・
萎
済
嚢
・
朱
創
凡
(
周
家
純
よ
り
改
名
、
後
述
)
ら
一
二
人
が
校
董
と
な
っ
た
。

修
業
事
堂
の
校
舎
は
年
々
移
鮪
押
し
て
い
た
が
、
民
国
元
年
、
湖
南
都
督
府
よ
り
馬
王
街
と
附
近
の
民
房
を
護
給
さ
れ
、
以
後
同
地
を
校
舎
と

(ω
)
 

し
た
。

17一

(
2
)
 
周
氏
家
塾

光
緒
三
一

(一

九
O
五
)
年
、
周
家
純

(
民
図
に

「
朱
剣
九
」
と
改
名
)
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。

睡
裁
は
俸
統
的
な
家
塾
の
形
式
を
取
っ
て
い

る
が
、
賓
質
は
女
子
師
範
お
よ
び
小
皐
堂
で
あ
る
。

周
家
純
は
光
緒
九
(
一
八
八
三
)
年
、
湖
南
省
寧
郷
牒
に
生
ま
れ
る
。
父
周
達
武
は
炭
坑
夫
で
あ
っ
た
が
、
湘
軍
に
参
加
し
、
軍
功
に
よ
っ

て
甘
粛
提
督
と
な
り
巨
財
を
得
る
。
ま
た
外
祖
父
は
前
雨
贋
線
督
貌
光
混
同
で
あ
る
。
周
は
王
船
山
や
貌
源
・
謹
嗣
同
ら
の
著
作
を
讃
ん
で
い
た

と
い
う
。
光
緒
二
八
(
一
九
O
二
)
年
一
一
月
日
本
に
留
挙
。
宏
文
撃
院
師
範
班
に
就
向
晶
子
中
、
『
遊
撃
諜
編
』
の
運
営
に
も
関
わ
っ
た
よ
う
で
あ

(
幻
)

る
。
こ
の
留
挙
中
、
周
震
鱗
と
知
り
合
う
。
光
緒
三

O
(
一九
O
四
)
年
夏
蹄
園
し
た
後
は
、
周
震
鱗
が
長
沙
で
開
撃
し
た
寧
郷
撃
堂
師
範
班

(
幻
)

に
数
員
と
し
て
参
加
す
る
。
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こ
こ
で
、
長
沙
に
お
け
る
女
撃
堂
に
つ
い
て
欄
れ
て
お
き
た
い
。
周
氏
家
塾
に
先
立
ち
、
光
緒
二
九

(一

九
O
三
)
年
の
明
徳
間
晶
子堂
関
与
後
、

(
例
〉

龍
紋
瑞
は
食
蕃
同
と
と
も
に
湖
南
最
初
の
女
向
晶
子
堂
で
あ
る
第
一
女
皐
堂
を
設
立
し
た
。
『
警
鐘
日
報
』
に
は
、
湖
南
第

一
女
肇
ほ
か
、
西
路
女

島
一:
景
珠
女
皐

・
淑
慎
女
撃
が
次
々
と
湖
南
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
が
、
こ
の
時
殻
布
さ
れ
て
い
た
奏
定
皐
堂
章
程
は
、
女
撃
の

設
立
を
禁
止
し
て
い
た
の
で
あ
石
戸

王
先
謙
ら
保
守
汲
の
塵
力
に
よ
り
、
第

一
女
拳

・
淑
慎
女
撃
は
開
墾
後

一
年
に
し
て
閉
鎖
さ
せ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

周
家
純
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
自
ら
の
荘
園
内
(
周
氏
西
国
)
に
周
氏
家
塾
を
設
立
し
、
第
一
女
皐
・
淑
慎
女
撃
に
在
籍
し
て
い
た
向
学
生
を
牧

容
し
た
の
で
あ
る
。
周
震
鱗
も
こ
れ
に
賛
同
し
、
地
理
教
員
と
し
て
運
営
に
参
加
し
た
。
そ
の
ほ
か
美
済
霊
・
彰
伯
樵
・
謝
仁
仲
・
陳
潤
森

・

事
天
佑
ら
も
激
職
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
校
舎
を
は
じ
め
皐
堂
の
一
切
の
設
備
は
、

全
て
周
家
純
の
国
産
を
貰
却
し
て
得
た
資
金

で
運
営
し
た
と
い
う
。

(3
)
 楚
恰
島
一
堂
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(ω
〉

光
緒
三
二
(
一
九
O
六
)
年
、
陳
潤
森
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。

(
則
)

陳
潤
森
は
光
緒
五

(
一
八
七
九
)
年
、
湖
南
省
新
化
牒
に
生
ま
れ
る
。
光
緒
二
四
(
一
八
九
八
)
年
に
生
員
と
な
っ
た
の
ち
、
戊
成
田製
法
期
の

改
革
の
影
響
を
受
け
て
、
長
沙
に
赴
き
獄
麓
書
院
に
就
撃
す
る
。
光
緒
二
七
(
一
九
O
一
)
年
、
官
費
留
撃
生
に
選
抜
さ
れ
、

翌
年
胡
元
佼
ら

と
共
に
日
本
に
留
事
。
宏
文
撃
院
師
範
班
に
入
撃
し
て
教
育
的
晶
子
を
事
ぶ
。
光
緒
二
九

(
一
九
O
三
)
年
、
湖
南
の
故
郷
に
戻
り
、
常
徳
府
中
山
学

堂
の
監
肇

(教
務
主
任
の
こ
と
)
に
任
命
さ
れ
る
。
光
緒
三
二
(
一

九
O
六
)
年
、
挙
堂
内
の
撃
生
運
動
が
原
因
で
常
徳
府
中
拳
堂
が
閉
鎖
さ
れ

て
し
ま
っ
た
た
め
、
陳
潤
森
は
同
事
堂
の
経
昔
者
で
あ
っ
た
李
致
禎
と
と
も
に
、
同
学
生
五
十
鈴
人
を
連
れ
て
長
沙
の
明
徳
島
ナ
堂
を
頼
る
こ
と
と

(
川
)

な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
自
分
自
身
が
監
督
と
な
っ
て
小
事
堂
を
設
立
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
長
沙
北
城
の
民
房
を
租
借
し
て
校
舎
と

し
、
光
緒
三
二
(
一
九

O
六
)
年
、
楚
恰
小
附
学
堂
を
開
撃
し
た
の
で
あ
る
。

一
切
の
校
務
お
よ
び
授
業
は
全
て
彼

一
人
で
取
り
し
き

っ
た
。
最



初
に
入
撃
し
た
生
徒
は
七
人
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
後
撃
生
が
次
第
に
増
加
し
、
校
舎
が
間
に
合
わ
な
く
な
っ
た
た
め
、
儲
英
源
に
建

(
即
)

つ
前
雲
貴
線
督
勢
崇
光
奮
宅
内
の
房
屋
の
一
部
を
租
借
し
て
新
た
な
校
舎
と
し
た
。

以
上
、
三
つ
の
民
立
拳
堂
を
と
り
あ
げ
た
が
、
こ
の
ほ
か
、
官
-
統
年
閉
ま
で
に
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
民
立
撃
堂
と
し
て
は
、

中
間
学
堂
は
、
隠
儲
拳
堂
(
女
拳

・
光
緒
二
九
年
設
立
、
以
下
同
じ
て
小
事
堂
は
、
準
一
徳
撃
堂
(
光
緒
二
九
年
)
・
明
恥
撃
堂
(
女
率
、
光
緒
二
九
年
)
・

正
義
挙
堂
(
光
緒
三
O
年
)
・
作
民
挙
堂
(
光
緒
三
O
年
)
・
静
善
拳
堂
(
光
緒
一三
年
)
・
思
盆
挙
堂
(
光
緒
三
三
年
)
・
養
正
民
主
主
(
成
立
年
不
明
)
が

(
問
)

奉
げ
ら
れ
る
。

第

節

民
立
準
堂
運
営
者
に
よ
る
新
敬
育
界
の
形
成

前
節
に
畢
げ
た
撃
堂
は
、
明
徳
山
晶
子
堂
以
後
に
設
立
さ
れ
た
民
立
事
堂
の
う
ち
の
主
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
民
立
拳
堂
の
設
立
者

・
数
職
員

- 19 

同
士
の
連
携
を
す
で
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
下
、
胡
元
佼
と
明
徳
挙
堂
を
中
心
に
し
て
各
民
立
拳
堂
敬
職
員
の
関
係
を
検
討
す
る
。

修
業
事
堂
は
、
設
立
者
が
も
と
明
徳
皐
堂
の
挙
生
で
あ
り
、
胡
元
後
が
直
接
介
入
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
胡
の
事
務
上
の
同
志
で
あ
る

周
震
鱗
や
命
蕃
同
に
よ
っ
て
撃
堂
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
向
晶
子
班
に
迎
え
た
彰
漠
徽
お
よ
び
彰
園
鈎
は
明
徳
挙
堂
速
成
師
範
卒
業
生
で

あ
り
、
明
律
的
晶
子
堂
と
の
関
係
は
緊
密
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

周
氏
家
塾
の
設
立
者
周
家
純
に
つ
い
て
は
、
彼
が
日
本
に
留
撃
し
た
時
期
と
胡
元
後
が
日
本
か
ら
腸
園
す
る
時
期
が
ほ
ぼ
同
時
で
あ
る
た
め
、

日
本
に
お
け
る
交
流
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
周
家
純
が
運
営
に
関
わ
り
、
記
事
を
投
稿
し
た
『
遊
撃
誇
編
』
は
長
沙
に
お
い
て
も

(

川
間

)

勝
請
さ
れ
て
お
り
、
胡
元
佼
自
身
も
雑
誌
の
経
管
費
寄
付
の
仲
介
入
と
い
う
形
で
「
遊
撃
詩
編
』
を
支
持
し
て
い
た
た
め
、
周
家
純
と
胡
元
佼

195 

は
撃
堂
設
立
前
か
ら
互
い
を
-
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
明
徳
拳
堂
が
校
舎
を
新
設
す
る
た
め
に
賃
借
し
た
周
氏
花
園
は
周
家
純
の

一

(
揃
)

族
の
所
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
徳
島
ナ
堂
が
泰
安
里
に
新
校
舎
を
設
立
し
た
後
は
、
周
氏
花
園
の
校
舎
は
周
家
純
に
寄
贈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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楚
恰
肇
堂
の
設
立
者
陳
潤
森
は
先
に
も
樹
れ
た
と
お
り
、
胡
元
佼
と
共
に
出
瑳
し
た
官
費
留
皐
生
で
あ
り
、
蹄
国
後
も
明
徳
的
学
堂
を
頼

っ
て
、

一
時
は
間
接
堂
の
印
字
務
に
就
い
て
い
る
。
ま
た
、

宣
統一

一(一

九一

O
)
年
、
陳
潤
謀
が
楚
恰
印
字
堂
に
初
等
工
業
選
科
を
附
設
す
る
計
董
を
立

(
雌
)

て
た
と
き
は
、
嘗
時
拳
務
公
所
議
紳
で
あ
っ
た
語
延
闘
が
そ
の
設
立
に
蓋
力
し
て
い
る
。
中
路
公
皐
堂
設
立
者
謹
延
闇

・
方
克
剛
や
西
路
公
息
子

堂
設
立
者
彦
名
緒
は
先
に
繍
れ
た
と
お
り
、

い
ず
れ
も
明
徳
の
協
力
者
と
な
る
人
物
で
あ
る
。

ま
た
、
各
民
立
準
堂
聞
の
教
職
員
の
交
流
に
つ
い
て
も
、
陳
潤
霧
は
周
氏
家
塾
の
撃
務
に
就
き
、
周
家
純
も
後
に
修
業
撃
堂
の
校
董
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
徐
特
立
や
萎
済
嚢
は
複
数
の
民
立
与
堂
で
数
鞭
を
執

っ
て
い
る
し
、
明
徳
島
ナ
堂
で
教
師
を
し
て
い
た
事
天
佑
は
周
氏
家
塾
で
も

授
業
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
沙
に
設
立
さ
れ
た
民
立
皐
堂
は
、
各
撃
堂
の
設
立
者
な
ら
び
に
敬
職
員
聞
に
密
な
関
係
を
築
い
て
い

た
。
彼
ら
は
長
沙
の
附
晶
子
務
を
主
導
し
、
書
院
を
機
動
と
し
て
い
た
保
守
汲
に
か
わ
っ
て
、
新
撃
を
主
韓
と
す
る
事
堂
を
嫁
黙
に
、
新
た
な
教
育

光
緒
末
年
よ
り
、
中
国
各
地
で
い
わ
ゆ
る
立
憲
運
動
が
起
こ
る
が
、
湖
南
に
お
い
て
は
、
王
先
謙
ら
保
守
源
郷
紳
層
に
か
わ
る
新
た
な
紳
士

- 20一

界
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

層
が
葺
頭
し
、
湖
南
紳
士
の
代
表
と
し
て
清
朝
政
府
に
封
抗
す
る
「
立
憲
振
」
と
呼
ば
れ
る
勢
力
を
形
成
す
る
契
機
と
な
る
の
は
、
「
卑
漠
銭

(
即
)

路
問
題
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
卑
漢
銭
路
の
回
牧
自
耕
運
動
は
、
嘗
初
は
王
先
謙

・
葉
徳
輝

・
龍
湛
森
ら
有
力
郷
紳
層
や
湖
南
出
身
の

官
僚
が
主
導
し
て
い
た
が
、
光
緒
三
二
(
一

九
O
六
)
年
以
降
、
新
た
に
設
立
さ
れ
た
湖
南
商
務
線
曾
の
蓋
頭
を
琵
端
に
、
長
沙
の
商
界
だ
け

で
な
く
、
準
界
す
な
わ
ち
数
育
界
も
こ
れ
に
呼
嬉
し
、
清
朝
政
府
に
針
し
て
濁
自
に
民
営
自
鱗
の
要
求
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
光
緒
三
四

(
一
九
O
八
)
年
六
月
七
日
、
長
沙
で

「鍛
路
集
股
大
曾
」
が
開
催
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
大
舎
に
参
加
し
た
の
は
紳
界

・
商

(
山
間

)

界

・
数
育
界
か
ら
な
る
湖
南
紳
士
一

0
0
0人
絵
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
曾
に
お
い
て
各
界
の
代
表
が
演
説
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
紳
界
代
表
の

認
延
閥
、
商
界
代
表
の
陳
文
偉
に
針
し
て
、
数
育
界
代
表
は
、
か
つ
て
の
王
先
謙
ら
を
代
表
と
す
る
保
守
汲
郷
紳
で
は
な
く
、
曹
血
(球

・
易
宗

要

・
一
彦
名
緒
と

い
う
、
民
立
町
晶
子
堂
を
様
黙
と
す
る
新
た
な
数
育
界
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。



こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
長
沙
に
お
い
て
語
延
闘
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
立
憲
源
郷
紳
・
紳
士
屠
は
、
積
極
的
に
地
方
政
治
に
参
興
す
る
よ
う

に
な
り
、
湖
南
紳
士
の
代
表
と
し
て
清
朝
政
府
に
意
見
し
、
時
に
政
府
と
封
抗
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
問
)

清
朝
政
府
は
光
緒
三
二
(
一
九
O
六
)
年
、
提
皐
使
と
し
て
湖
南
省
に
赴
任
し
た
呉
慶
域
が
挙
務
公
所
議
長
に
王
先
謙
を
指
名
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
、
保
守
祇
郷
紳
た
る
彼
に
、
清
朝
政
府
に
釣
抗
し
よ
う
と
す
る
立
憲
源
郷
紳
・
紳
士
屠
の
支
持
基
盤
と
な
っ
て
い
る
数
育
界
を
統
制

さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
王
先
謙
は
賓
際
に
撃
務
公
所
に
関
わ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
挙
務
公
所
の

活
動
に
積
極
的
に
参
興
し
て
い
た
の
は
立
憲
振
の
議
紳
語
延
闘
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
語
延
闘
ら
長
沙
の
立
憲
源
郷
紳
・
紳
士
層
は
、
準
務

公
所
と
い
う
公
的
な
機
闘
を
得
て
、
長
沙
各
曲
学
堂
の
運
営
に
直
接
的
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

胡
元
侠
ら
民
立
的
晶
子
堂
数
職
員
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
新
数
育
界
の
高
揚
が
最
も
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宣
統
二
(
一
九
一

O
)
年
六
月
の
敬

(
別
)

育
線
舎
に
お
け
る
幹
事
選
奉
で
あ
る
。

湖
南
省
数
育
線
舎
は
六
月
の
一
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
全
省
大
舎
を
聞
き
、
三
百
数
十
人
が
参
加
し
た
。
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こ
の
と
き
幹
事
三

O
人
を
選
奉
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
選
出
さ
れ
た
幹
事
の
名
前
を
見
る
と
、
明
徳
肇
堂
運
営
者
の
胡
元
侠
・
龍
湾
や

周
氏
家
塾
の
周
家
純
、
楚
恰
撃
堂
の
陳
潤
震
を
は
じ
め
、
明
徳
間
晶
子
堂
卒
業
生
の
彰
園
鈎
・
何
衡
や
、
明
徳
拳
堂
で
数
職
員
歴
の
あ
る
摩
名
緒
・

周
大
烈
・
易
宗
襲
・
王
達
・
仇
毅
・
曹
典
球
・
彰
施
機
・
奉
天
佑
・
熊
山
宗
胸
…
・
張
翼
雲
一、
中
路
公
皐
堂
の
前
身
で
あ
る
民
立
簡
易
師
範
撃
堂
を

誇
延
閣
と
共
に
設
立
し
た
員
允
断
、
民
立
修
業
向
学
堂
や
周
氏
家
塾
の
数
職
員
で
あ
っ
た
徐
特
立

・
萎
済
賓
と

い
っ
た
、
長
沙
で
活
動
し
て
い
る

(
山
)

各
民
立

・
公
立
与
堂
の
教
職
員
が
列
奉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
清
末
以
降
、
湖
南
省
長
沙
に
お
け
る
数
育
改
革
に
よ
っ
て
、
胡
元
佼
の
明
俸
問
晶
子
堂
を
は
じ
め
と
す
る
民
立
準
堂
と
そ
の
数
職
員
が

中
心
と
な
っ
て
新
た
な
数
育
界
を
形
成
し
、
主
導
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

か
つ
て
胡
元
佼
は
革
命
活
動
中
の
賞
興
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。
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中
等
一
吐
舎
を
養
成
す
る
こ
と
は
、
{
貫
に
立
園
の
基
礎
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
養
成
と
は
漸
進
的
で
あ
っ
て
一
朝
一
夕
に
は
致
果
の
出
な
い
も
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の
で
あ
る
。
革
命
を
唱
え
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
血
を
流
す
行
動
で
あ
り
、
私
が
中
等
一
吐
舎
を
養
成
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
血
を
研
ぎ

(
山
)

澄
ま
せ
る
人
な
の
で
あ
る
。

(
山
)

彼
の
言
、
っ
「
中
等
社
舎
」
と
は
、
お
そ
ら
く
革
命
活
動
に
従
事
し
た
楊
銃
麟
の
著
し
た

『新
湖
南
』
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
下
等
祉
舎

(農
民
や一

般
大
衆
)
と
連
携
し
て
上
等
紅
舎

(清
朝
政
府
と
そ
れ
に
結
託
す
る
保
守
汲
郷
紳
)
を
打
破
す
る
、
新
た
な
讃

書
人
階
級
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
胡
元
佼
は
、
黄
興
ら
の
革
命
に
針
し
で
も
理
解
は
あ
っ
た
が
、
自
分
自
身
は
新
撃
数
育
に
よ
る
新
た
な
紳

土
居
の
育
成
を
志
向
し
、
明
徳
山
晶
子
堂
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。
清
朝
政
府
が
数
育
改
革
に
期
待
し
た
こ
と
は
、
西
洋
の
優
れ
た
技
術

・
撃
聞
を

繍
取
し
て
列
強
の
侵
略
に
叫
到
底
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
清
朝
政
府
に
改
革
の
意
志
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
郷
紳
暦
の
協
力
を
求
め
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
釘
し
、
胡
元
佼
は
、
西
洋
の
優
れ
た
技
術

・
拳
問
を
繍
取
し
て
新
た
な
長
沙
紳
士
を
育
成
す
る
、
と
い
う
黙
に
お
い
て
は
清
朝

政
府
の
意
固
と
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
た
め
、
湖
南
巡
撫
の
敬
育
改
革
推
進
と
歩
調
を
共
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
清
朝
支
配
健
制
の
補
強
を
す
る
た
め
で
あ
る
と
は
、
必
ず
し
も
言
え
な
か
っ
た
。
長
沙
民
立
事
堂
を
中
心
と
す
る
教
職
員
が
皆
こ
の
よ
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う
な
認
識
を
持

っ
て
い
た
ど
う
か
、
現
時
黙
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
新
た
な
長
沙
紳
士
を
育
成
す
る
と
い

う
貼
に
お
い
て
、
数
育
界
は
共
通
の
認
識
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
皐
務
を
支
持
し
て
い
る
護
延
閣
が
長
沙

紳
士
の
意
見
の
代
表
者
と
し
て
、
政
治
的
に
清
朝
政
府
と
釣
抗
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
胡
元
後
ら
民
立
向
学
堂
数
職
員
を
中
心
と
す
る
数
育
界

は
、
認
延
闘
を
中
心
と
す
る
、
政
治
的
に
は
立
憲
振
と
呼
ば
れ
る
長
沙
紳
士
屠
を
支
持
す
る
基
盤
と
な
り
、
ま
た
、
そ
の
敬
育
界
が
、
胡
元
佼

の
よ
う
に
政
治
に
は
介
入
せ
ず
専
ら
数
育
活
動
に
従
事
す
る
紳
士
と
は
別
に
、
直
接
政
治
活
動
に
参
加
す
る
紳
士
を
も
輩
出
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
清
末
湖
南
省
長
沙
に
お
け
る
、
数
育
改
革
に
よ

っ
て
誕
生
し
た
新
た
な
数
育
界
の
姿
で
あ
る
。



お

わ

り

以
上
、
光
緒
二
七
年
か
ら
辛
亥
革
命
前
に
至
る
ま
で
の
湖
南
省
長
沙
に
お
け
る
数
育
改
革
に
つ
い
て
、
胡
元
侠
を
は
じ
め
、
民
立
息
子
堂
を
擦

黙
に
向
学
務
を
推
進
す
る
長
沙
紳
士
ら
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
数
育
界
に
即
し
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
民
園

中
園
近
代
数
育
史
に
、

初
期
か
ら
五
四
運
動
期
に
お
け
る
湖
南
省
数
育
舎
や
紳
士
ら
の
動
向
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
立
て
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

一
つ
の
新
た
な
具
髄
例
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

本
論
で
は
、
従
来
の
研
究
で
は
佳
目
さ
れ
な
か
っ
た
、
長
沙
の
民
立
準
堂
や
数
職
員
の
人
脈
を
把
握
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
た
め
、
本

来
事
堂
を
考
察
す
る
上
で
は
鉄
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
撃
堂
内
の
数
育
内
容
や
向
学
生
に
つ
い
て
の
考
察
、
ま
た
本
論
で
鰯
れ
た
激
職
員
ら
の

ま
だ
蔑
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

出
身
に
つ
い
て
の
考
察
、
官
立
・
公
立
・
民
立
を
規
定
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
向
晶
子
堂
運
営
経
費
に
つ
い
て
の
考
察
と
い
っ
た
問
題
が
い
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註(
1
)

阿
部
洋
「
清
末
中
閣
に
お
け
る
近
代
数
育
の
展
開
過
程
」

(同
著

『
中
園
近
代
向
学
校
史
研
究
』
、
一
硝
村
出
版
、
一
九
九
三
年
所
牧
)
。

(
2
)

『
欽
定
拳
堂
章
程
』
「欽
定
小
島
一
堂
章
程
」
第
一
章
第
三
節。

(
3
)

『
欽
定
撃
堂
章
程
』
「
欽
定
中
盤
a

堂
章
程
」
第

一
章
第
三
節
、
お

よ
び
「
欽
定
小
撃
堂
章
程
」
第

一
章
第
八
節
。

(
4
)

『奏
定
向
学
堂
章
程
』
「
中
息
子
堂
章
程
」
第

一
章
第
二
節
、
お
よ
び

「
初
等
小
胞
子
堂
章
程
」
第

一
章
第
四
・
五
・
六
節
、
「
高
等
小
向
学
堂

章
程
」
第
一
章
第
三

・
四
・
五
節
。

(
5
)

例
と
し
て
、
「
苔
湘
撫
湘
省
三
路
師
範
箪
各
属
官
立
民
立
撃
堂
均
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感
遵
章
分
別
婦
理
文
」
、
お
よ
び
「
苔
湘
省
官
立
民
立
各
拳
堂
嬢
筋

違
照
定
章
整
理
文
」
、
そ
れ
ぞ
れ

『肇
部
官
報
』
第
四
五
期
、
お
よ

び
第
四
六
期
、
を
奉
げ
る
こ
と
に
す
る
。
前
者
は
官
立
印
字
堂
の
ほ
か
、

公
・
私
立
の
各
中
準
堂
で
あ
る

一
徳
師
範
・
山
宗
徳
師
範
・
寧
郷
公
立

中間学

・
南
洲
中
拳
・
湘
郷
中
島
一
:
部
陽
中
島
干
・
庚
盆
英
文
選
科
・
銃

東
遊
撃
預
備
・
周
氏
女
塾
の
現
状
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
り
、
後
者

は
官
立
民
主
旦
の
ほ
か
、
公
・
私
立
の
各
小
曲
学
堂
で
あ
る
作
民
爾
等
小

向
学
堂
・
進
諸
国
雨
等
小
曲
目
子
堂
・
楚
恰
小
向
学
堂
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告

で
あ
る
。
こ
の
勲
、
朱
鵬
「
巌
修
の
新
息
子
受
容
過
程
と
日
本
|
|
其
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の
二

・
天
津
の
紳
商
と
近
代
初
等
印
字
堂
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『天
理

大
祭
与
報
』
第

一
九
二
輯、

一
九
九
九
年
)
に
お
い
て
、
氏
は
清
末

学
堂
に
お
け
る
「
民
立
」
「
秘
立
」
の
併
用
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
。
た
だ
、
「
「私
立
」
は
営
利
を
目
的
と
す
る
個
人
に
よ

っ
て
設
け

た
奮
型
の
私
塾
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
「
民
立
」
は
、
地
域
に
お

け
る
公
盆
事
業
と
し
て
設
け
ら
れ
た
数
育
組
織
と
し
、
地
域
の
有
力

者
に
よ

っ
て
共
同
で
創
立
、
共
同
で
運
営
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
の
あ

る
こ
と
爪
注
目
さ
れ
る
よ

と
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
規
定
し
て
い
る

が
、
「
公
立
」
撃
堂
を
含
め
た
問
晶
子
堂
運
営
の
賓
態
に
閲
す
る
研
究
が

未
だ
充
分
に
進
ん
で
い
な
い
現
時
結
で
は
、
早
急
に
結
論
を
出
す
こ

と
は
控
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

(6
)

『奏
定
内
邸
主
主
章
程
』
「初
等
小
民
主
旦
章
程
」
第

一
準
第
七
節
。

(7
)

『奏
{
疋
印
字
堂
章
程
』
「
初
等
小
製
堂
章
程
」
第

一
章
第
九
節
。

(8
)

『↑
安
定
向
学
堂
章
程
』
「
中
努
堂
章
程
」
第

一
輩
第
四
節
。

(9
)
朱
鵬
「
止南
米

・
民
初
中
間
に
お
け
る
地
方
撃
堂
の
成
立
過
程
に
つ

い
て
|
|
江
蘇
省
川
沙
燃
の
場
合
を
中
心
と
し
て
|
|
」

(
『日
本
の

教
育
史
皐
』
第
三
七
集
、

一
九
九
四
年
)
な
ど
。

(
日
)

『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
二
七
年
八
月
乙
未
の
係
。

(
日
)

湖
南
に
お
け
る
戊
戊
政
繁
前
後
の
改
革
運
動
に
つ
い
て
、
日
本
圃

内
に
お
け
る
先
行
研
究
は
、
小
野
川
秀
美
「
戊
戊
繁
法
と
湖
南
」

(同
著

『清
末
政
治
思
想
研
究
」
、
東
洋
史
研
究
舎
、

一
九
六

O
年、

み
す
ず
書
房
よ
り
改
訂
版
、

一
九
六
九
年
)
を
は
じ
め
多
数
。
図
外

に
お
い
て
は
、
林
能
士
著

『消
季
湖
南
的
新
政
運
動

(一

八
九
五
|

一
八
九
八
)
』
(
図
立
議
湾
大
祭
文
製
院
、

一
九
七
二
年
)
、
明
飛
舟

者

「湖
南
維
新
運
動
研
究
』
(
湖
南
数
育
出
版
社
、
一
九
九
九
年
)

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
清
末
湖
南
省
研
究
に
つ
い
て
主
な
も
の
を
翠

げ
る
と
、
曾
国
三
郎
「
辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
郷
立
」
(
『史
皐
研

究
(
厳
鳥
)』

第

二
三
ニ
競、

一
九
七
六
年
)、
中
村
義
著

『辛
亥
革

命
史
研
究
』
(
未
来
社
、
一
九
七
九
年
)、
清
水
稔
「
湖
南
立
憲
採
の

形
成
過
程
に
つ
い
て
」
(
『名
古
屋
大
挙
東
洋
史
研
究
報
告
』
第
六
鏡
、

一
九
八

O
年
)
な
ど
。

(
ロ
)

湖
南
敬
育
改
革
を
募
論
に
し
た
も
の
と
し
て
は
、
藤
谷
治
悦
「
清

末
民
初
の
教
育
改
革
と
湖
南
省
|

|

「
数
」
と
「
治
」
の
議
離
を
め

ぐ
っ

て」

|
|
」
(
野
口
銭
郎
編
『
中
園
史
に
お
け
る
数
と
図
家
」
、

雄
山
間
出
版
、
一
九
九
四
年
)
が
翠
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
湖
南
教
育

改
革
に
つ
い
て
胸
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
〕

c
z
z
g
何
印

7
2
1

5
r
'
河ミ
2・2
2ミ
ミ
g
~
5
3
言
。
宣
言

h
b内

H
U
H
N

ミ
g
p
N
N
2
2

町
民
治
品
、
吋
ぬ
史
民

h
N
h
F
S
C
E
〈
合
同
巳
可

O
{
の
白
一三
O
円
三

釦

司

z
a
--叩

吋
品
、

お
よ
び
張
関
図
著

『中
園
現
代
化
的
直
域
研
究

湖
南
省

一
八
六

O

一
九

二
ハ』
(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、

一
九
八
三
年
)、

曾
田
三
郎
「
辛
亥
革
命
前
の
諸
改
革
と
湖
南
」

(横
山
英
編

『中
園

の
近
代
化
と
地
方
政
治
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
八
五
年
)
、
劉
決
決
主

編

『湖
南
通
史
近
代
巻
』
(
湖
南
出
版
社
、
一

九
九
四
年
)
な
ど
。

(
日
)
「
清
末
に
お
け
る
祭
堂
の
設
立
と
普
及
||
奉
天
省
の
場
合
を
中

心
に」、

お
よ
び
「
『
撃
部
調
査
報
告
書
』
に
み
ら
れ
る
皐
堂
教
育
の

具
穏
相

|

|
江
西
省
の
場
合
」
(
前
掲

『中
園
近
代
向
学
校
史
研
究
』

第
I
部
第

一
章
、
お
よ
び
第
I
部
第
二
章
)。

(
H
H
)

高
田
幸
男
氏
に
よ
る
江
蘇
省
数
育
界
研
究
は
、
紙
一帽
の
聞
係
上
全

て
を
列
恕
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
吉
岡
田
幸
男
「
消
末
地
域
耐
舎

と
近
代
数
育
の
導
入
||

無
錫
に
お
け
る

「数
育
界
」
の
形
成
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|

|
」
(
紳
自
信
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集

『清
朝
と
東
ア
ジ
ア
片

山

川
出
版
枇
、

一
九
九
二
年
)
、
を
は
じ
め
、
同
「
清
末
江
蘇
に
お
け

る
地
方
自
治
の
構
築
と
数
育
曾
|
|
江
蘇
敬
育
線
舎
に
よ
る
地
域
エ

リ
ー
ト
の
「
改
造
」
|
|
」
(
「駿
牽
史
拳
』
第
一

一
一競、

二
O
O

一
年
)
と
績
く

一
連
の
研
究
が
あ
る
。

(
日
)
「
提
撃
司
街
門
経
費
」
『
湖
南
財
政
款
目
説
明
書
』
(
{
亘
統
一
一
一
年
、

湖
南
清
理
財
政
局
編
印
)
巻
二
ハ
。

(
日
)
越
爾
巽
の
書
院
の
皐
堂
へ
の
改
愛
に
つ
い
て
は
、
前
掲

『湖
南
通

史

近

代

巻
』
を
、
郷
紳
ら
の
書
院
保
存
策
と
そ
れ
に
封
す
る
越
爾

巽
以
降
の
湖
南
巡
撫
お
よ
び
挙
部
の
針
慮
に
つ
い
て
は
原
美
恵
子

「
居
間
之
諜
と
湖
南
祭
生
運
動
」
(
『北
大
史
向
学
』
第
二
六
競
、
一
九
八

六
年
)
第
二
章
、
九
一
一
一
一
頁
、
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
た
だ
し
、
原

論
文
に
つ
い
て
は
、
光
緒
一
一
一
一
一
年
の
百
円
之
譲
の
死
を
も
っ
て
論
が

終
わ
っ
て
い
る
た
め
、
認
延
闘
が

「保
守
汲
」
と
と
も
に
奮
皐
保
存

の
申
請
に
連
名
し
た
こ
と
を
「
も
は
や
革
命
思
想
に
染
ま
っ
て
し
ま

っ
た
挙
堂
に
見
切
り
を
つ
け
、
再
び
奮
撃
数
育
の
中
に
自
ら
の
後
縫

者
を
求
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
か

っ
た
か
。
」
と
結
論
づ
け
て

い
る
黙
は
、
大
い
に
疑
問
が
残
る
。

(
げ
)
「
省
城
各
官
立
問
晶
子
堂
経
費
」
『湖
南
財
政
款
目
説
明
書
』
巻
二
ハ
。

(
凶
)
湖
南
第
一
師
範
校
史
編
篤
組
編

『湖
南
第

一
師
範
校
史
一
九

O

三
ー

一
九
四
九
』
(上
海
教
育
出
版
枇
、
一
九
八
三
年
)
、
五
頁
。

(
日
)
「
建
設
初
級
小
皐
片
」
『
端
忠
敏
公
奏
稿
』
巻
五
、
お
よ
び
前
掲

「
省
城
各
官
立
内
峰
子
堂
経
費
」
。

(
初
)

同
註
(
げ
て
お
よ
び
呉
慶
抵
撰

『湖
南
拳
務
進
行
紀
略
』
(
宣
統

年
間
鉛
印
本
、
上
海
園
書
館
所
裁
)
。

(幻
)

同
註
(
げ
)
。

(n)
全
て
同
註
(
げ
)
。

(
お
)
な
お
、
官
立
各
島
T
A
Z

の
定
員
は
、
高
等
向
学
堂
が
二
九

O
人
、
求
忠

中
島
干
堂
が
九
二
人
、
ま
た
高
等
賓
業
拳
堂
は

一
七
三
人
で
あ
っ
た

(
前
掲
「
省
城
各
官
立
与
堂
経
費
」
)。

(
M
)

前
掲
『
湖
南
事
務
進
行
紀
略
」
。

(
お
)
「
議
決
提
出
整
理
湖
南
全
省
数
育
案
」
湖
南
諮
議
局
輯
『
湖
南
諮

議
局
議
決
案
』
(
湖
南
機
器
印
刷
局
、
清
宣
統
問
、
上
海
国
書
館
所

蔵)。

(
お
)
『
奏
{
疋
挙
堂
章
程
』
「
中
島
干
堂
章
程
」
第
一
章
第
二
節
。

(
幻
)
同
註
(
げ
)
。

(
お
)
「
湘
省
初
等
小
向
学
三
十
鈴
所
教
員
一
律
停
課
」
『
申
報
』
光
緒
三

二
年
間
四
月
一
一
一
目
。

(お
)

『奏
定
拳
堂
章
程
』
「
中
拳
堂
章
程
」
第
一
章
第
四
節
。
ま
た

「
初
等
小
間
学
堂
章
程
」
、
お
よ
び
「
高
等
小
撃
堂
章
程
」
に
も
同
様

の
記
載
が
あ
る
。

(初
)

『奏
{
疋
曲
学
堂
章
程
』
「
中
拳
堂
章
程
」
第
一
章
第
二
節
。

(
訂
)
「
湖
南
省
城
各
拳
堂
調
査
表
」
「
績
湖
南
省
城
各
島
一
堂
調
査
表
」

「
再
績
湖
南
省
城
各
皐
堂
調
査
表
」
『
申
報
』
光
緒
三
二
年
三
月
一一一

目
、
五
日
、
六
日
。

(
犯
)
「
湘
省
各
層
在
省
城
奥
鱗
拳
堂
」
『申
報
』
光
緒
三
二
年

一
月
八

門口
。

(お
)

中
路
公
準
堂
は
、
中
路
師
範
拳
堂
に
監
督
と
し
て
赴
任
し
て
い
た

語
延
閤
(
後
述
)
が
、
製
堂
の
背
後
に
位
置
す
る
妙
高
峰
に
、
初
等

数
員
を
育
成
す
べ
く
民
立
簡
易
師
範
挙
堂
を
設
立
し
、
向
学
生
八
四
人

- 25一



202 

を
招
集
し
た
の
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
の
ち
に
、
中
路
公

準
堂
に
改
め
ら
れ
、
師
範
拳
堂
で
は
な
く
、
中
皐
堂
と
し
て
運
営
さ

れ
た
。
民
園
に
入
る
と
「
公
立
第

一
中
間
学
校
」
に
、
そ
し
て
民
閥
三

(一

九
一
四
)
年
に
は
「
私
立
妙
高
峰
中
間
学
校
」
に
改
名
さ
れ
た

(
郷
依
白
著

『長
沙
市
指
南
』

一
九
三
五
年
、
第
三
章
第
一
節
、

丙
・
中
間
学
校
)
。

(
ぬ
)
西
路
公
民
主
具
は
光
緒
一
三

(一

九
O
五
)
年
、
西
路
に
岡
崎
す
る
紳

士
制
服
希
齢
・
彦
名
緒
ら
に
よ
っ
て
、
中
間
学
堂
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。

そ
し
て
民
園
元

(一

九
二

一)
年
に
は
「
第

一
公
撃
」
に
、
翌
年
に

は
「
私
立
免
津
中
間
学
校
」
に
改
名
さ
れ
た
。
(
前
掲

『長
沙
市
指
南
』

第
三
章
第
一
節
、
丙

・
中
学
校
)。

(
お
)

南
路
公
邸
玄
旦
は
光
緒
三
一
三
(
一

九
O
七
)
年
、
南
路
に
属
す
る
紳

士
に
よ
っ
て
、
中
準
堂
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
が
そ
の
始
ま
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
首
時
の
提
撃
使
の
監
視
が
巌
し
く
、
ま
た
経
費
困
難

に
陥
っ
た
た
め
、
一
年
足
ら
ず
で
閉
鎖
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
宣

統
元

(一

九
O
九
)
年
、
何
嫡
麟
・
欧
陽
鼎

・
劉
光
前
を
は
じ
め
、

南
路
に
属
す
る
紳
士
達
の
出
資
に
よ
り
数
千
元
を
得
、
南
路
公
息
子
堂

の
運
営
を
縫
績
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
民
国
元
(
一
九
二
乙
年
に
は

「
湖
南
第
二
八
ム
皐
」
に
、
民
国
三
(
一
九
一
四
)
年
に
「
私
立
縁
雲

中
向
学
校
」
に
改
名
さ
れ
た
。
(
前
掲
『
長
沙
市
指
南
』
第
三
章
第

一

節
、
丙
・
中
島
ナ
校
)
。

(
お
)

「
湘
撫
批
筋
省
垣
不
准
設
立
外
郡
中
皐
」
『
申
報
』
光
緒
三
二
年

二
月

一
六
日
。

(幻
)

こ
の
ほ
か
、
宣
統
年
閉
ま
で
に
設
立
さ
れ
て
い
る
公
立
撃
堂
と
し

て
は
、
長
沙
府
中
間
学
堂

・
長
普
高
等
小
製
品
旦
・
衡
州
府
中
山
学
堂
が
確

認
で
き
る
(
「
補
助
公
立
私
立
各
撃
堂
経
費
」

『湖
南
財
政
款
自
説
明

書
』
巻

一
六
)
。
ま
た
、
同
史
料
に
あ
る
常
寧
同
学
堂
は
、
備
考
欄
を

見
る
に
、
衡
州
府
中
島
ナ
堂
と
同
様
、
常
寧
水
口
山
鎖
務
分
局
よ
り
補

助
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
も
公
立
撃
堂
と
考
え
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

(
お
)

明
徳
息
子
堂
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
使
用
す
る
。

明
徳
島
玄
旦
輯

『明
徳
島
十
堂
文
腹
案
存
』
(
湖
南
明
徳
邸
玄
呈
鉛
印
、
清

。
旦
統
三
一
年
)
。
光
緒
二
九
年
か
ら
宣
統
年
間
に
い
た
る
ま
で
の
、
明

徳
島
十
堂
の
設
立
や
規
模
媛
充
に
閲
す
る
湖
南
巡
撫
へ
の
呈
文
と
、
巡

撫
の
批
を
集
め
た
も
の
。

『
明
徳
校
史
』
(
明
徳
校
友
線
曾
、

一
九
四
八
年
、
上
海
園
書
館
所

蔵
)
。
明
徳
間
学
堂
聞
辛
か
ら
民
圏
三
六
(
一
九
四
七
)
年
閉
鎖
ま
で

の
歴
史
を
編
年
で
ま
と
め
た
銭
元
谷
「
明
徳
校
史
」
(
以
下
、
「
明
徳

校
史
」
と
記
述
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
指
す
)
の
ほ
か
、
「
附
録
」

と
し
て
「
明
徳
経
正
各
部
校
友
姓
名
録
」
「
不
明
班
次
簿
業
校
友
姓

名
録
」
「
前
任
数
職
員
姓
名
録
」
と
、
設
立
嘗
初
よ
り
閉
鎖
さ
れ
る

ま
で
の
、
各
班
の
毎
年
の
卒
業
生
・
中
途
退
筆
者
・
過
去
明
徳
撃
堂

で
皐
務
に
就
い
た
教
職
員
の
リ
ス
ト
(
全
て
姓
名
の
み
)
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
『
胡
子
靖
先
生
記
念
集
』
(
湖
南
明
徳
島
ナ
堂
放
牽

校
友
舎
編
、
一
九
七
一
年
)
に
も
銭
元
答
「
明
抽
出
松
史
」
が
牧
録
さ

れ
て
い
る
が
、
今
回
本
論
で
使
用
し
た
卒
業
生
・
中
途
退
撃
者

・
前

任
激
職
員
の
リ
ス
ト
は
、
こ
の
『
明
徳
校
史
」
に
し
か
牧
録
さ
れ
て

い
な
い
も
の
で
あ
る
。

(ω)
『
光
緒
丁
酉
科
各
省
抜
貢
同
年
録
』
(
園
史
館
編
、
光
緒
二
四
年

刊
、
東
洋
文
庫
所
裁
)
第
二
珊
。
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(ω)
同
註
(
お
)
、
お
よ
び
陳
彦
湊
「
胡
子
靖
先
生
家
傍
」

『明
徳
校

史
』
附
録
。

(
H
U
)

同
註

(ω)。

(
M
U
)

爾
名
は
『
清
儒
拳
案
』
巻
一
九
三
「
鹿
門
拳
案
」
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

(
幻
)

同
註
(
M
W
)

。

(
H
H
)

同
註
(
m
w
)

。

(
必
)
ち
な
み
に
官
費
留
撃
生
一
一
人
の
う
ち
、
李
致
禎
も
ま
た
、
胡
元

後
と
同
じ
く
丁
酉
科
の
抜
貢
で
あ
る
。
(
前
掲
『
光
緒
丁
酉
科
抜
貢

同
年
録
』
第
二
珊
)

(
必
)
清
末
期
に
お
い
て
、
稲
津
議
士
口
の
言
行
は
雑
誌
な
ど
に
よ
っ
て
中

園
人
に
庚
く
知
ら
れ
て
い
た
。
直
建
英
「
中
園
に
お
け
る
一
崎
淳
論
士
ロ

理
解
」
(
『日
本
歴
史
』
第
五
二
五
鏡
、
一
九
九
二
年
)
。

(
幻
)

「明
徳
校
史
」
光
緒
二
九
年
の
係
。

(
必
)
「
開
排
中
間
学
呈
命
中
丞
立
案
文
」
『
明
徳
拳
堂
文
嫡
業
存
』
。

(
刊
日
)
同
註

(
U
)
。

(ω)
湖
南
省
の
郷
紳
と
し
て
の
王
先
謙
に
つ
い
て
は
、
竹
内
弘
行

「王

先
謙
の
保
守
主
義
|

|
安
法
運
動
期
の
皐
術
と
思
想
を
中
心
と
し
て

|
|
」
(
『
中
園
哲
撃
論
集
』
一
一
一
鏡
、
一
九
七
七
年
)
、
藤
谷
浩
悦

「
湖
南
奏
法
運
動
の
展
開
と
郷
紳
に
よ
る
抵
抗
の
論
理
|

|
王
先
謙

の
動
向
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

(
『老
百
姓
の
世
界
』
第
五
競
、
一
九
八

七
年
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
日
)
護
伯
初
編

『茶
陵
雷
公
年
譜
』。

(
臼
)
同
註
(
日
)
。

(
日
)

胡
元
佼
「
慈
衛
先
生
五
十
書
評
言
」

『明
徳
校
史
』
附
録
「
老
校
長

遺
著

一
斑」。

(
日
)
同
註
(
臼
)
。

(
日
)
「
明
徳
校
史
」
光
緒
二
九
年
の
係
。
な
お
、
こ
の
蛍
時
、
謹
鍾
麟

は
未
だ
在
世
中
で
あ
っ
た
。
語
鍾
麟
は
新
式
拳
堂
に
関
し
て
は
徹
底

し
た
反
針
振
で
あ
り
、
誇
延
闘
は
表
だ
っ
て
拳
務
に
参
加
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
前
掲
「
慈
衛
先
生
五
十
蕎
言
」)。

(
日
)
同
註
(
日
)
。

(
幻
)
「
明
徳
校
史
」
光
緒
一
三
年
の
像
。

(
日
)
前
掲
『
湖
南
第
一
師
範
校
史
一
九

O
三
|
一
九
四
九
」
五
頁
。

(ω)
註
(
お
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
印
)
「
湖
南
撃
界
雑
狙
」

『蘇
報
』
光
緒
二
九
年
四
月
一一一
二
日
。

(
日
)
同
註
(
印
)
。

(
位
)
嘗
時
の
新
聞
に
お
い
て
明
徳
撃
堂
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
は
、

『
園
民
日
々
報
』
に
数
日
に
渡
っ
て
紹
介
さ
れ
た

「湖
南
町
学
界
之
風

雲
」
と
題
さ
れ
た
一
連
の
記
事
の
う
ち
、
「
第
三
湖
南
撃
堂
之
風

潮
」
(
光
緒
二
九
年
八
月
一一
一
日
)
、
お
よ
び
「
第
六
師
範
拳
堂
之
逐

拳
生
」
(
光
緒
二
九
年
八
月
一

O
B
)
が
あ
る
。

(
臼
)

「
開
燐
速
成
師
範
附
設
高
等
小
挙
堂
呈
越
中
丞
立
案
文
」

『明
徳

息
干
堂
文
案
存
』
。

(
臼
)

同
註
(
臼
)
。

(
釘
)

「明
徳
校
史
」
光
緒
三

O
年
の
僚
に
は
、
光
緒
三
O
年
一
一
一
月
の

速
成
師
範
班
卒
業
生
は
一

O
二
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
「
明
徳

経
正
各
部
校
友
姓
名
録
」
「
明
徳
校
史
』
附
録
、
の
「
明
徳
第
二
期

師
範
(
甲
辰
一
一
一
月
卒
業
)
」
に
奉
げ
ら
れ
た
卒
業
生
の
人
数
を
数

え
て
み
る
と
、
一

O
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
後
者
に
従
っ
た
。
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(ω
)
明
徳
島
ナ
堂
に
お
け
る
周
震
鱗
と
劉
佐
橋
が
封
立
す
る
様
子
は
「
明

徳
校
史
」
光
緒
二
九
年
の
僚
で
胸
れ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
註
(
臼
)

で
紹
介
し
た
「
第
三

湖
南
拳
堂
之
風
潮
」
『
園
民
日
々
報
』
光
緒

二
九
年
八
月
三
日
、
に
お
い
て
も
記
載
が
あ
る
。
以
下
、

『閣
民

日
キ
報
』
に
よ

っ
て
事
情
を
略
述
す
る
。

周
震
鱗
は
地
理
教
員
と
し
て
明
徳
島
ナ
堂
以
外
の
挙
堂
で
も
授
業
を

し
て
い
た
の
だ
が
、
光
緒
二
九
年
間
五
月

一一一一
目
、
彼
は
師
範
館

の
講
堂
で
「
劉
佐
橋
が
地
理
の
数
材
と
し
て
用
い
て
い
る
暗
射
園

は
粗
悪
品
で
あ
る
」
と
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
劉
佐
橋
は
周
震
鱗

を
恨
み
、
胡
元
佼
に
、
周
震
鱗
を
事
堂
か
ら
追
放
す
る
よ
う
に
訴

え
た
が
、
胡
元
後
は
「
数
初
日
の
進
退
に
つ
い
て
は
私
の
一
存
で
は

決
め
ら
れ
な
い
。
民
立
準
堂
の
精
神
は
全
て
教
習
に
か
か
っ
て
い

る
。」
と
し
て
、
こ
れ
を
退
け
た
。
劉
佐
揖
は
ま
た
高
等
祭
堂
監

督
に
も
訴
え
た
が
、
答
え
は
胡
元
佼
と
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

怒
っ
た
劉
佐
棺
は
、
胡
元
後
が
教
員
招
轄
の
た
め
に
明
徳
島
ナ
堂
を

留
守
に
し
て
い
る
開
に
、
時
の
湖
南
巡
撫
越
爾
巽
に
「
明
徳
島
ナ
堂

は
革
命
を
唱
え
て
い
る
」
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て

流
言
が

一
面
に
飛
び
交
い
、
日
を
追
う
ご
と
に
明
徳
皐
堂
は
窮
地

に
立
た
さ
れ
、
湖
南
の
各
準
堂
も
ま
た
動
接
し
た
が
、
龍
湛
森
が

越
爾
巽
に
投
書
し
て
周
震
鱗
を
擁
護
し
、
越
爾
巽
も
ま
た
劉
佐
楊

の
言
、
つ
こ
と
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
王
先
謙
ら
一
策

が
こ
の
機
に
乗
じ
て
、
ま
た
も
越
爾
巽
に
一
謹
告
を
し
た
。
明
徳
息
ナ

堂
附
字
生
の
課
巻
を
調
査
し
、
同
学
生
が
普
段
使
、
つ
よ
う
な
愛
園
の
言

葉
を
見
て
「
明
徳
撃
堂
の
宗
旨
が
不
正
で
あ
る
」
と
し
た
の
で
あ

る
。

と
の
こ
と
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
は
、
巡
撫
越
爾
望
(
が
終
始
明
徳
間
学

堂
を
擁
護
す
る
こ
と
で
、
明
徳
的
学
堂
は
事
な
き
を
得
た
の
で
あ
る
。

(
肝
)

「
明
徳
校
史
」
光
緒
二
九
年
の
係
。

(
侃
)

「
開
鱗
理
化
専
科
呈
陸
中
丞
立
案
文
」

『明
徳
島
十
童
文
臆
棄
存
』。

(ω)
「
明
徳
校
史
」
光
緒
三

O
年
の
係
。

(
向
)
「
成
立
三
年
請
給
津
貼
以
固
基
礎
呈
端
中
丞
文
」
「
明
徳
的
学
堂
文

膿
業
存
』
。

(
礼
)

同
註
(
初
)
。

(η
)
同
註
(
均
)
。

(
刀
)

前
掲
「
明
徳
経
正
各
部
校
友
姓
名
録
」
の
う
ち
、
明
徳
速
成
師
範

班

一
期

一一

八
人
、
二
期
一

O
一
人
、
経
正
茶
陵
速
成
師
範
班
(
光

緒
三
二
年
二
一
月
卒
業
)
六
一
人
の
合
計
。
中
皐
堂
数
職
員
養
成
の

場
で
あ
っ
た
明
徳
永
久
師
範
班
の
卒
業
生
一
ム
ハ
人
(
光
緒
三
二
年

一

一一
月
卒
業
)
お
よ
び
経
正
依
豚
師
範
班
(
光
緒
三
三
年
一

二
月
卒

業
)
五
八
人
と
明
徳
依
豚
師
範
班
(
卒
業
年
不
明
)
一

O
六
人
は
除

外
し
て
い
る
。

(
九
)
「
湖
南
省
挙
務
統
計
線
表
」
凶
宇
部
総
務
司
編

『第

一
次
数
育
統
計

園
表
光
緒
三
十
三
年
』
の
う
ち
、
初
等

・
雨
等
・
高
等
小
撃
堂
の

数
員
数
(
そ
れ
ぞ
れ
八
九
九
人
・
三
九
六
人

・
六
一
一
一
人
)
お
よ
び

職
員
数
(
そ
れ
ぞ
れ
三
四
五
人

・
九
四
人
・

一
三
五
人
)
の
合
計
。

(
万
)
同
註
(
初
)
。

(
市
)
宣
統
年
間
に
お
け
る
公
立

・
民
立
各
事
堂
へ
の
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
前
掲
「
補
助
公
立
私
立
各
拳
堂
経
費
」
を
参
照
の
こ
と
。

(η)

「
商
部
次
口
湖
南
巡
撫
鹿
中
丞
後
給
本
校
宮
地
並
兎
還
借
款
文
」

『
明
徳
島
文
旦
文
腐
葉
存
』
。
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(市
)
「
明
徳
校
史
」
光
緒
三
一一
一
年
の
係
。

(乃
)

「
明
徳
校
史
」
宣
統
元
年
の
係
。

(
初
)

「
明
徳
校
史
」
宣
統
二
年
の
係
。

(
む
)
「
明
徳
校
史
」
宣
統
三
年
の
係
。

(
幻
)
「
明
徳
校
史
」
光
緒
二
九
年
の
候
。

(
邸
)
同
註
(
幻
)
。

(鎚
)

「
明
徳
校
史
」
光
緒
三
O
年
の
係
。

(
釘
)

「
明
徳
校
史
」
光
緒
=
三
年
の
脇陣
。

(
鉛
)

「
前
任
職
数
員
」

『明
徳
校
史
』
附
録
。

(幻
)

前
掲

『湖
南
第

一
師
範
校
史

一
九
O
三
|

一
九
四
九
』
五
頁
。

(
∞
∞
)
以
下
、
修
業
挙
堂
に
つ
い
て
は
、
特
に
註
を
つ
け
な
い
限
り
、
全

て
何
積
娘
「
創
塀
修
業
拳
校
的
銀
苦
経
歴
」

『湖
南
文
史
資
料
選
輯
』

第
二

O
輯
(
湖
南
人
民
出
版
祉
、
一
九
八
六
年
)
一
一
一
八
|
一一一一
四

頁
に
擦
っ
た
。

(
回
)
宣
統
年
聞
の
記
述
で
は
、
修
業
肇
堂
へ
の
補
助
費
は
年
間
二
六
O

O
雨
と
な

っ
て
い
る
(
前
掲
「
補
助
公
立
私
立
各
撃
堂
経
費
」
)。

(
卯
)

同
校
は
民
園
二
(
一

九

二
二
)
年
、
土
木
・
建
築
雨
科
を
開
設
。

民
園
九

(一

九
二
O
)
年
に
は
中
島
十
班
を
閉
鎖
し
、
新
た
に
南
門
外

の
新
聞
舗
に
校
舎
を
設
置
し
て
農
業
職
業
撃
校
を
開
校
。
馬
王
街
の

校
舎
を
小
曲
学
校
と
し
た
。

(
引
)
以
下
の
周
氏
家
塾
に
つ
い
て
は
朱
伯
深
「
朱
剣
帆
和
大
革
命
以
前

的
長
沙
周
南
女
校
」
(
『
革
命
史
資
料
』
第
九
輯
、
一
九
八
二
年
)
に

擦
っ
た
。
ま
た
、
前
掲
「
補
助
公
立
私
立
各
撃
堂
経
費
」
に
お
い
て

は
「
周
氏
女
塾
」
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
朱
伯
深
に
よ
る
と

「
一
般
に
周
氏
『
女
』
単
一
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
周
氏
『
家
』

塾
が
正
し
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る

(
m
M
)

周
家
純
が
日
本
向
田
拳
中
、
湖
南
人
留
塾
生
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て

い
た

『遊
皐
誇
編
』
の
運
営
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

第
一
二
加
の
「
湖
南
編
誇
祉
入
股
諸
君
公
藍
」
に
周
家
純
の
名
が
入

っ
て
い
る
こ
と
に
擦
っ
て
い
る
。
な
お
、
彼
は
第
四
加
に
「
致
湖
南

青
年
勧
遊
撃
外
洋
書
」
と
題
し
た
記
事
を
投
稿
し
て
、
湖
南
紳
士
に

「
留
民
干
し
て
時
勢
に
封
感
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
か
け
て

い
る
。

(
m
w
)

な
お
、
こ
の
寧
郷
皐
堂
師
範
班
に
は
徐
特
立
が
準
生
と
し
て
入
皐

し
て
お
り
、
周
家
純
と
徐
特
立
と
の
交
流
は
こ
こ
か
ら
始
ま

っ
た
と

い
う
(
前
掲
「
朱
剣
帆
和
大
革
命
以
前
的
長
沙
周
南
女
校
」
)
。

(
似
)

龍
紋
瑞
「
武
渓
雑
憶
録
・
遺
聞
逸
事
」
(
湖
南
省
文
献
委
員
曾
編

『湖
南
文
献
業
編
第

一
輯
』
二
六
六
頁
、
『民
図
叢
書
』
第
五
編

入
九
)
。

(
釘
)

「
皐
界
紀
聞
・
湖
南
女
準
之
調
査
」
『
警
鐘
日
報
』
光
緒
三
O
年

八
月
二
九
日
。

(
%
)
『
奏
定
拳
堂
章
程
』
「
蒙
養
院
及
家
庭
数
育
法
章
程
」
第

一
章
第

二
節
。

(
引
)

「
拳
界
紀
聞
・
湖
南
女
拳
駿
閉
之
原
因
」

『
警
鐘
日
報
』

光
緒
三

O
年
九
月
一
八
日
。

(
m
m
)

な
お
、
清
朝
政
府
が
女
撃
の
設
立
を
許
可
す
る
の
は
光
緒
三
三

(一

九
O
七
)
年
一
月

「
奏
定
女
撃
堂
章
程
」
の
愛
布
以
後
の
こ
と

で
あ
る
。
周
氏
家
塾
は
辛
亥
革
命
後
、
「
周
南
女
子
師
範
皐
校
」
と

改
名
し
た
。

(
鈎
)

前
掲
「
補
助
公
立
私
立
各
民
主
旦
経
費
」
。
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(剛山
)

以
下
、
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
特
に
註
を
入
れ
な
い
限
り
、
全
て

「陳
潤
森
」
『
民
図
人
物
小
傍
』
(
市
博
記
文
筆
出
版
社
、

一
九
七
五

l
)
第
一

一一
所
に
綴
っ
た
も
の
と
す
る
。

(肌
)

「
明
抽
出
校
史
」
光
緒
三
二
年
の
係
。

(
問
)

民
圏
三
(
一
九

O
四
)
年
に
は
勢
崇
光
奮
宅
を
全
て
買
い
取
っ
て

楚
恰
同
学
堂
の
校
舎
と
し
た
と
い
う
。
ま
た
同
年
、
工
業
科
を
習
得
し

た
湖
南
町
田
日
祭
生
の
蹄
園
と
と
も
に
、
楚
恰
工
業
拳
堂
を
新
た
に
開

設
し
た
。

(
胤
)

前
掲
「
補
助
公
立
私
立
各
皐
堂
経
費
」
。
な
お
、
同
史
料
に
あ
る

靖
江
向
学
堂
は
、
備
考
欄
に
「
該
堂
は
一
隅
の
地
方
閉
ま
互
に
係
り
、
時
暗

に
全
省
の
祭
款
を
動
支
す
べ
か
ら
ず
」
と
註
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か

ら
、
撃
堂
の
名
抑
制
よ
り
、
江
蘇
省
の
紳
士
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
拳

堂
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
た
め
、
湖
南
紳
士
が
設
立
し
た
民
立
準
堂

と
し
て
は
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
。

(
則
)

「
湖
南
編
護
者
名
器
賛
成
員
街
名
及
掲
数
」

『遊
撃
誇
編
」
第
一一一

珊
に
、
各
援
助
者
の
仲
介
入
と
し
て
「
胡
君
子
靖
経
手
」
と
あ
る
。

ま
た
、
第
四
期
以
降
も
引
き
綴
き
仲
介
者
と
し
て
た
び
た
び
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

(
邸
)

「
明
徳
校
史
」
民
図
元
年
の
係
。

(
揃
)

「
杏
湖
南
、巡
撫
鵜
筋
初
等
工
業
印
字
堂
改
擬
課
程
文
」
『
聞
宇
部
官
報
』

第
ご
ニ
九
期
。

(即
)

湖
南
に
お
け
る
立
愈
運
動
お
よ
び
奥
漠
鍛
路
問
題
に
つ
い
て
は
、

張
関
図
著
『
立
憲
振
興
辛
亥
革
命
』
(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、

一
九
六
九
年
)
お
よ
び
清
水
稔
「
湖
南
立
憲
汲
の
形
成
過
程
に
つ
い

て
」
(
『名
古
屋
大
撃
東
洋
史
研
究
報
告
」
第
六
競
、

一
九
八

O
年
)

を
参
考
に
し
た
。

(削
)

「湘
省
紳
商
鍛
路
集
股
大
曾
紀
事
」
(
「
湖
南
保
路
運
動
資
料
初

輯」

『湖
南
歴
史
資
料
』
一

九
五
八
年
三
期、

一
四
八
頁
)
。

(
朋
)
同
学
務
公
所
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
清
朝
政
府
は
光
緒

三
二
(
一

九
O
六
)
年
、

地
方
数
育
行
政
機
関
と
し
て
各
地
に
提
皐

使
司
を
設
置
し
、
提
撃
使
司
に
は
提
息
子
使
の
も
と
に
聞
宇
務
公
所
が
設

置
さ
れ
た
。
同
牢
務
公
所
は
談
長

一
人
、
議
紳
四
人
を
中
心
に
姻
総
務

・

専
門
・
普
通

・
賓
業

・
園
書
館

・
曾
計
の
六
謀
よ
り
構
成
さ
れ
て
お

り
、
議
長
以
下
、
各
課
の
課
員
は
各
省
の
紳
士
が
任
命
さ
れ
、
提
拳

使
の
公
務
を
補
佐
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
(
「
湖
南
提
撃
使
呈
迭

拳
務
公
所
事
員
紳
衝
名
清
摺
文
」
「
湖
南
拳
務
公
所
員
紳
街
名
履
歴

清
珊
」

『撃
部
官
報
』
第
二
五
期
、
第
四
三
期
)
。

(m
)
光
緒
三
二
(
一

九
O
六
)
年
六
月
、
間
学
部
よ
り
「
数
育
曾
章
程
」

が
後
布
さ
れ
、
数
育
行
政
を
補
助
す
る
組
織
と
し
て
、
府
州
懸
ご
と

に
数
育
舎
が
、
ま
た
全
省
規
模
の
数
育
線
舎
が
各
省
で
組
織
さ
れ
た
。

湖
南
省
に
お
い
て
は
、
長
沙
に
数
育
舎
も
し
く
は
教
育
線
舎
が
正
式

に
成
立
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
数
育
線
舎
経
費
」

『湖
南
財
政
説

明
書
』
巻
一
六
、
に
「
数
育
線
舎
は
宣
統
元
年
に
成
立
し
た
」
と
あ

る
の
み
で
、
現
時
貼
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

(m
)
明
徳
的
学
堂
数
職
員
歴
の
あ
る
も
の
と
し
て
列
奉
し
た
名
前
は
、
全

て
前
掲
「
前
任
教
職
員
」
に
名
前
が
あ
る
こ
と
に
擦
る
。

(山
)

「
湖
南
敬
育
総
合
建
築
告
成
」
『
数
育
雑
誌
』
第
二
年
第
六
期
、

記
事

・
撃
事
一
束
。
な
お
、
幹
事
三

O
人
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
謬
名
緒
、
胡
元
佼
、
家
山
同
委
、
周
大
烈
、
易
宗
愛
、
龍
湾
、

胡
子
清
、
王
達
、
員
允
断
、
周
家
純
、
陳
潤
森
、
仇
毅
、
苗
国
典
球
、
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彰
施
様
、
食
詰
慶
、
彰
園
鈎
、
事
天
佑
、
鄭
寅
亮
、
苗
日
世
畠
、
能
…
崇

胸
…
、
何
街
、
徐
特
立
、
美
済
費
、
臭
其
林
、
欧
楊
鶏
、
王
圏
鼎
、
張

翼
雲
、
周
蘭
本
、
衰
弱
、
劉
到
。

(
出
)
胡
元
後

「耐
を
言
志
三
集
自
序
」
『明
徳
校
史
』
附
録
「
老
校
長

207 

遺
著
一
斑
」。

(以
)

楊
統
麟

『新
湖
南
』
に
見
え
る
中
等
社
曾
に
つ
い
て
は
大
塚
博
久

「
一
九

0
=
了
四
年
に
お
け
る
湖
南
革
命
振
の
革
命
認
識
」
(
『
東
亜

経
済
研
究
』
第
四
五
巻
第
三
競
、
一
九
七
六
年
)
を
参
照
し
た
。
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ON THE FORMATION OF THE NEW EDUCATIONAL SPHERE

　　

AND THE ESTABLISHMENT OF PUBLIC SCHOOLS IN

　　　　

CHANGSHA IN HUNAN DURING THE LATE QING

MiYAHARA Yoshiaki

　　

This articleis concerned firstwith Changsha ｍ Hunan during the period from

the establishment of schools 學堂and the reform of the academies 書院on the

second day of the eighth month of the twenty-seventh year of the Guangxu-era

(1901) until the eve of the χinhai revolution, and takes up the public schools

民立學堂established in Changsha, and particularly Mingde School 明徳學堂，

which was the first public school established in Hunan, and also focuses on its

founder Hu Yuantan 胡元値in order to examine changes in the establishment and

operation of public schools in Changsha, as well the figures from the gentry who

activelyparticipatedin educational reform, and the establishment of the new edu-

cationalsphere centered on the operators of the public schools｡

　　

Hu Yuantan, who became (ｈａｄbeen selected for his scholarship) Dingyouke

bagong T酉科抜貢during the Wuxu period of refonn, opened the Mingde School,

the firstpublic school in Hunan, ｍ the third month of twenty-ninth year of the

GuangχＵ-ｅ「a(1903). Hu with the support of Tan Yankai 譚延閔and the provincial

governors Zhao Erxun 趙爾巽and Duanfang 端方strove to promote educational

reform ｍ Hunan, always attempting to expand the schoolfs], thereafter this be-

came the model for operation of other public schools. The results of educational

activitiesof Hu Yuantan and the teaching staff of the Mingde School were not li-

mited to the students of the Mingde School, but influenced school throughout

Changsha as a result of the interaction of the educational staff.Ａ close relationship

between the educational staffs and the founders of each school were built up in

public schools established in Changsha. They were the leaders of educational mat-

ters in Changsha who established the new educational realm in the bastion of the

schools that led the new learning｡

　　

As regards the Hu Yuantan's adoption of superior Western techniques and

learning in fostering the new Changsha gentry, since this conformed with Qing

government intentions, he was able to work in tandem with the governors of

Hunan in promoting educational reform. However, it cannot necessarily be said

that this strengthened the rule of the Qing government. When Tan Yankai, who

-

ｊ-



supported education of the public schools in Changsha, resisted the Qing govern-

ment by representing the opinion of the gentry of Changsha, the educational realm

centered around Hu Yuantan and the educational staffs of the public schools be-

came the base of support for the gentry of Changsha around Tan Yankai who were

known politicallyas the constitutionalists.Furthermore, the educational sphere,

with the ｅχceptionof those gentry who devoted themselves to educational activi-

ties and did not involve themselves in politicsas had Hu Yuantan, produced gentry

who participated directlyin politicalaffairs.This was the form of the new educa-

tional realm created by the educational reform in Changsha in Hunan during the

late Qing.

ON THE CHAPTERS CONCERNED WITH

MILITARY TECHNIQUES IN THE MOZI

　　　　　　

YOSHIMOTOMichimasa

　　

Most scholars have presumed on the basis of analyses of ｃｅｄ血terms ｃｏｎ一

岫led m the chapters on militarytechniques in the Mozi that those sections of the

text had been compiled within the Qin state during the Waning States period or

after the Former-Han. These assumptions were advanced on the basis of analyses

of the literature,but as regards the Warring States period, the only references to

the Qin were abundant, and it was impossible to reach ａ 趾ｍ conclusion. Since the

1970s, many written materials have been ｅχcavated, and conditions for the study

of such written materials have improved remarkably. For instance, the Qin Code

transcribed on bamboo strips excavated at Shuihudi 睡虎地and Longgang 龍尚

townships, Yunmeng雲夢prefecture, Hubei demonstrates the actual condition of

the Qin state from the Warring States period to the Qin period. Secondly, the

thirteen chapters containing“Shoufa" 守法and “Shouling” 守令chapters trans一

cribed on Han bamboo strips excavated at Yinqueshan 銀雀山township, Linyi

臨訴in Shandong, which contain descriptions of military techniques common to

chapters on military techniques, are presumed to have been compiled in the Qi

state. They demonstrate the differences between Qin and Qi during the Warring

States period. Thirdly･ the Han Code transcribed on bamboo strips excavated at

Zhangjiashan張家山township, Jiangling江陵, in Hubei shows changes from the

Qin to the Han. The author attempts to elucidate the process of compilation of the

chapters on miMtary techniques on the basis of ａ general analysis of these newly
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